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に乗って下ります。同じボートの仲間たちと力を合わ
せて漕ぎ下るアドベンチャースポーツです。次 と々変わ
る状況と景色、スリルと楽しさを満喫できます。海外
ではもちろん国内でも人気のアクティビィティです。初
めての方も安心してご参加いただけます。（シーズンは
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幸
せ
実
感
都
市

　
　
　し
も
つ
け

下野市長

広瀬 寿雄
ひろ せ とし お

巻頭言巻頭言
　

下
野
市
は
、
鬼
怒
川
、
田
川
、
姿
川
の

豊
か
な
水
の
恵
み
を
受
け
た
肥
沃
な
平
野

が
広
が
り
、
こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
に
よ
る

数
多
く
の
歴
史
文
化
遺
産
を
は
じ
め
、
Ｊ

Ｒ
宇
都
宮
線
３
駅
に
よ
る
抜
群
な
交
通
利

便
性
、
自
治
医
科
大
学
附
属
病
院
を
は
じ

め
と
す
る
地
域
医
療
の
充
実
、
豊
か
な
農

産
物
を
活
か
し
た
地
産
地
消
な
ど
に
よ
り
、

安
全
安
心
な
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

本
市
は
、「
第
二
次
下
野
市
総
合
計
画
」

で
掲
げ
た
市
の
将
来
像
「
と
も
に
築
き  

未

来
へ
つ
な
ぐ　

幸
せ
実
感
都
市
」
の
実
現

を
目
指
し
、
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
て
お
り
、
昨
年
は
市
制
施
行
10
周
年

と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
、
５
月
に
は

新
庁
舎
が
開
庁
し
、
早
１
年
が
経
過
し
ま

し
た
。

　

新
庁
舎
は
、
災
害
時
の
防
災
拠
点
で
あ

り
、
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
免
震
構
造
を

採
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
下
野
市
の
自

然
環
境
の
特
性
に
合
わ
せ
て
、
自
然
換
気

シ
ス
テ
ム
や
地
中
熱
利
用
空
調
シ
ス
テ
ム

の
導
入
、
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
に
雨
水
を
利

用
す
る
な
ど
、
環
境
負
荷
の
低
減
に
努
め

て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
健
康
増
進
法
に

お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
推
進
す
る

た
め
、
庁
舎
内
は
全
面
禁
煙
と
し
て
お
り
、

利
用
者
や
職
員
の
「
健
康
」
に
配
慮
し
た
庁

舎
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
市
民
広
場
で
は
、

「
食
」
と
「
音
楽
」
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
し

も
つ
け
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
す
る

な
ど
、
市
民
の
情
報
発
信
や
交
流
の
場
と

し
て
の
活
用
も
定
着
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
き
ま
し
て

は
、
国
民
皆
保
険
制
度
の
基
盤
と
し
て
地

域
住
民
の
医
療
の
確
保
と
健
康
の
保
持
・

増
進
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、

医
療
保
険
制
度
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き

く
変
化
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
税
収
が
減
る

一
方
で
、
急
速
な
高
齢
化
や
医
療
技
術
の

高
度
化
等
に
よ
る
保
険
給
付
費
の
増
大
は

避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
り
、
厳
し
い
財

政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
は
、
都
道
府
県
が
財

政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
、
制
度
の
安

定
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、

今
後
さ
ら
に
進
展
し
て
い
く
超
高
齢
化
社

会
に
お
い
て
、
将
来
的
な
医
療
費
の
伸
び

を
抑
制
す
る
た
め
の
取
り
組
み
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

今
後
は
、
平
成
28
年
度
に
策
定
し
ま
し
た

「
下
野
市
国
民
健
康
保
険
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
」
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
保
健
事
業
に

力
を
入
れ
、
特
定
健
診
未
受
診
者
対
策
や

糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
の
発
症
、
重
症

化
予
防
と
医
療
費
の
適
正
化
に
取
り
組
み
、

被
保
険
者
の
健
康
管
理
意
識
の
改
善
を
図

り
、
財
政
の
健
全
化
と
安
定
化
の
確
保
に

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

我
が
国
に
お
け
る
少
子
高
齢
化
の
進
行
、

就
業
構
造
の
変
化
等
に
よ
り
医
療
保
険
制

度
間
の
負
担
の
不
均
衡
が
生
じ
、
医
療
技
術

の
高
度
化
等
の
要
因
と
も
相
ま
っ
て
医
療

費
の
大
幅
な
増
大
を
も
た
ら
し
、
国
保
制

度
が
抱
え
る
脆
弱
な
財
政
基
盤
と
い
う
構

造
問
題
は
、
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
30
年
度
か
ら
、
都

道
府
県
は
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
し

て
国
保
運
営
に
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ

と
と
な
り
、
平
成
29
年
度
は
新
制
度
へ
の

準
備
を
進
め
る
重
要
な
年
と
な
る
。
現
在
、

国
と
各
都
道
府
県
に
お
い
て
制
度
や
運
用

の
詳
細
に
関
す
る
協
議
を
進
め
て
お
り
、
円

滑
な
移
行
に
向
け
て
県
と
し
て
市
町
村
保

険
者
へ
の
積
極
的
な
情
報
提
供
に
努
め
て

い
く
。

　

新
制
度
に
お
い
て
も
、
市
町
村
保
険
者
に

は
、
住
民
と
の
身
近
な
関
係
の
中
、
資
格

管
理
、
保
険
給
付
、
保
険
料
の
決
定
、
賦

課
・
徴
収
等
、
地
域
に
お
け
る
き
め
細
か

い
事
業
を
引
き
続
き
担
っ
て
い
た
だ
く
が
、

国
民
健
康
保
険
事
業
を
健
全
に
運
営
す
る

た
め
に
は
、
適
用
の
適
正
化
、
保
険
料
（
税
）

収
入
の
確
保
、
医
療
費
適
正
化
等
、
不
断

の
取
組
が
必
要
で
あ
る
。

　

特
に
、
本
県
の
市
町
村
保
険
者
に
お
け

る
国
民
健
康
保
険
税
収
納
率
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
度
は
88
・
94
％
と
前
年
度
よ
り

０
・
14
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
た
も
の
の
、
全

国
順
位
は
平
成
25
年
度
か
ら
３
年
連
続
ワ

ー
ス
ト
２
位
と
極
め
て
厳
し
い
状
況
で
あ

り
、
収
納
率
向
上
へ
の
取
組
は
喫
緊
の
課

題
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

市
町
村
保
険
者
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及

び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
お
け
る
、

平
成
29
年
度
の
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営

上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

事
業
運
営
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

○
保
険
者
に
関
す
る
事
項

１　
事
業
計
画
等

⑴
事
業
計
画
の
策
定

　

事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
国
保

事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
図
る

た
め
、
事
業
運
営
の
実
情
を
把
握
分
析
し
、

そ
れ
ら
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
重
点
事

項
及
び
目
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
目
標

達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
実
施
体
制
、
実

施
方
法
及
び
関
連
事
業
と
の
連
携
等
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

⑵
予
算
の
編
成

　

予
算
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
厚

生
労
働
省
保
険
局
国
民
健
康
保
険
課
長
か

ら
通
知
さ
れ
る
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
の

留
意
事
項
等
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

⑶
赤
字
保
険
者
に
お
け
る
赤
字
解
消
・
削

減
の
取
組

　

国
民
健
康
保
険
制
度
改
革
初
年
度
で
あ

る
平
成
30
年
度
か
ら
赤
字
解
消
・
削
減
の

取
組
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
平
成
29

年
度
か
ら
着
手
で
き
る
部
分
に
つ
い
て
は

計
画
的
に
着
手
す
る
こ
と
。

２　
適
用
の
適
正
化

⑴
被
保
険
者
の
適
用

ア
被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
か
か
る
適
用

及
び
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
の
適
正
化

に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
５
年
11
月

15
日
保
険
発
第
１
２
３
号
）
に
基
づ
き
、

「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る

年
金
被
保
険
者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
23
年
２
月
22
日
保
国
発

０
２
２
２
第
１
号
）
及
び
「
国
民
健
康

保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る
年
金
被
保

険
者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
23
年
12

月
16
日
保
国
発
１
２
１
６
第
１
号
）
に

よ
り
活
用
が
可
能
と
な
っ
た
国
民
年
金

被
保
険
者
情
報
を
活
用
す
る
等
、
未
適

用
者
を
早
期
か
つ
的
確
に
把
握
し
、
早

期
適
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
遡
及

適
用
者
に
つ
い
て
は
的
確
に
遡
及
賦
課

を
行
う
こ
と
。

イ
退
職
被
保
険
者
等
の
適
用
に
つ
い
て

は
、「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保

険
者
等
に
係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
15
年
３
月
31
日
保
国
発

第
０
３
３
１
０
０
３
号
）、「
国
民
健

康
保
険
の
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る

適
用
の
適
正
化
対
策
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
17
年
９
月
16
日
保
国
発
第

０
９
１
６
０
０
１
号
）
及
び
「
国
民
健
康

保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る
年
金
被
保

険
者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
23
年
12

月
16
日
保
国
発
１
２
１
６
第
１
号
）
に

栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医
療
課

平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
に
係
る
留
意
事
項
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基
づ
き
、
年
金
受
給
権
者
一
覧
表
等
の

年
金
情
報
の
活
用
等
に
よ
り
早
期
に
把

握
・
適
用
し
、
適
用
の
適
正
化
を
推
進

す
る
こ
と
。
ま
た
、
各
市
町
に
お
い
て

作
成
し
た
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
振

替
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
被
保

険
者
資
格
の
遡
及
に
伴
う
療
養
給
付
費

負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
交
付
金
の
振

替
整
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

ウ
特
に
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係

る
適
用
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保

険
の
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係

る
適
用
の
適
正
化
対
策
の
徹
底
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
19
年
９
月
18
日
保

国
発
第
０
９
１
８
０
０
１
号
）
及
び

「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者
の

被
扶
養
者
に
係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
20
年
３
月
31
日
保
国
発
第

０
３
３
１
０
０
１
号
）」
に
基
づ
き
、
職

権
適
用
を
実
施
す
る
等
適
用
の
適
正
化

を
推
進
す
る
こ
と
。

エ
外
国
人
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
外
国
人

に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
」（
平

成
24
年
７
月
９
日
保
国
発
第
０
７
０
９

第
１
号
）
に
基
づ
き
、適
正
に
行
う
こ
と
。

⑵
居
所
不
明
被
保
険
者
の
確
認

　

居
所
不
明
の
被
保
険
者
に
係
る
資
格
喪

失
の
確
認
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
資
格
の
喪
失
確
認
処
理
に
係

る
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
４

年
３
月
31
日
保
険
発
第
40
号
）
に
基
づ
き
、

取
扱
要
領
を
作
成
し
て
的
確
に
行
い
、
国

民
健
康
保
険
税
の
調
定
額
に
つ
い
て
も
整

理
す
る
こ
と
。

⑶
適
用
の
適
正
化
調
査

　

適
用
の
適
正
化
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
適
用
の
適
正

化
及
び
第
三
者
行
為
に
係
る
求
償
権
の
行

使
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
昭
和
50
年
７
月

１
日
保
険
発
第
63
号
）
に
基
づ
き
、
各
保

険
者
の
実
情
に
応
じ
て
「
適
用
の
適
正
化

月
間
」
を
設
定
し
、
被
用
者
保
険
の
加
入
・

脱
退
者
、
住
所
地
特
例
の
対
象
者
、
外
国
人
、

擬
制
世
帯
等
に
つ
い
て
、
計
画
的
、
集
中

的
に
適
用
の
適
正
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

３　
適
正
な
賦
課

⑴
所
得
の
把
握

　

保
険
料
（
税
）
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
所

得
に
つ
い
て
は
、
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
申
告
の
な
い
世
帯
に
つ
い
て
は

保
険
料
（
税
）
の
軽
減
対
象
世
帯
と
な
る

可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
申

告
を
勧
奨
し
、
実
地
調
査
を
行
う
等
的
確

に
所
得
を
把
握
す
る
こ
と
。

　

な
お
、
共
有
名
義
の
固
定
資
産
に
係
る

資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、「
共
有

名
義
の
固
定
資
産
に
係
る
国
民
健
康
保
険

料
（
税
）
の
資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
20
年
１
月
18
日
保
国
発
第

０
１
１
８
０
０
１
号
）
に
基
づ
き
、
持
ち
分

に
応
じ
て
適
正
に
按
分
賦
課
を
行
う
こ
と
。

⑵
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
割
合
及
び
賦
課

限
度
額
の
設
定

　

保
険
料
（
税
）
の
賦
課
割
合
及
び
賦
課

限
度
額
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
間
に
お

け
る
負
担
の
不
均
衡
の
是
正
、
中
間
所
得

者
層
の
過
重
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点

か
ら
、
適
切
な
設
定
を
行
う
こ
と
。

⑶
保
険
料
（
税
）
の
減
免

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
移
行
し
た
者
が
い
る
世
帯
に
お
け

る
保
険
料
（
税
）
に
つ
い
て
、
平
成
25
年

度
か
ら
所
得
割
に
係
る
軽
減
判
定
所
得
の

算
定
特
例
が
恒
久
化
さ
れ
た
ほ
か
、
平
等

割
の
減
額
措
置
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
適
正
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
被
扶
養
者
か

ら
国
保
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
条

例
減
免
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
配
慮
す

る
こ
と
。

４　
保
険
料
（
税
）
収
入
の
確
保

⑴
徴
収
計
画
の
策
定

　

市
町
村
保
険
者
の
徴
収
計
画
に
つ
い
て

は
、
県
が
広
域
化
等
支
援
方
針
の
中
で
定

め
た
保
険
者
規
模
別
収
納
率
目
標
を
踏
ま

え
、
滞
納
者
の
実
態
（
滞
納
原
因
別
、
所

得
階
層
別
、
職
業
別
、
地
区
別
等
）
に
基

づ
き
目
標
収
納
率
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
目
標
を
達
成
す

る
た
め
の
実
施
体
制
、
実
施
方
法
等
具
体

的
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

⑵
納
期
内
納
入
の
促
進
等

　

保
険
料
（
税
）
の
納
入
に
つ
い
て
は
、
納

期
内
納
入
の
促
進
を
図
る
た
め
に
マ
ル
チ

ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
導
入
や
口

座
振
替
の
原
則
化
を
検
討
し
、
口
座
振
替

を
推
進
す
る
ほ
か
、
多
様
な
納
付
方
法
を

採
用
す
る
等
、
納
付
し
や
す
い
環
境
整
備

を
推
進
す
る
と
と
も
に
被
保
険
者
に
対
す

る
効
果
的
な
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
行
う

こ
と
。

⑶
滞
納
者
対
策

ア
保
険
料
（
税
）
の
確
保
を
図
る
た
め
、
早

期
に
滞
納
者
の
財
産
調
査
を
含
め
た
実

態
把
握
及
び
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

イ
特
別
の
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

保
険
料
（
税
）
を
滞
納
し
て
い
る
い
わ

ゆ
る
悪
質
滞
納
者
に
対
す
る
被
保
険
者
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資
格
証
明
書
の
交
付
及
び
保
険
給
付
の

一
時
支
払
差
止
め
等
の
措
置
に
つ
い
て

は
、「
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
税
）

を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
等
に
対
す
る

措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平

成
12
年
３
月
28
日
保
険
発
第
41
号
）
に

基
づ
き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。

　
　

た
だ
し
、
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い

て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭

和
33
年
厚
生
省
令
第
53
号
）
附
則
第
10
条

に
よ
る
一
時
差
止
を
行
わ
な
い
措
置
が

継
続
さ
れ
て
い
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。

　
　

被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
に

当
た
り
、「
被
保
険
者
資
格
証
明
書

の
交
付
に
際
し
て
の
留
意
点
に
つ
い

て
」（
平
成
20
年
10
月
30
日
保
国
発
第

１
０
３
０
０
０
１
号
）
に
基
づ
き
、
適
正

に
行
う
こ
と
。
被
保
険
者
資
格
証
明
書

及
び
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
に
つ
い

て
は
、
交
付
事
務
を
通
じ
て
で
き
る
だ

け
滞
納
者
と
接
触
す
る
機
会
を
確
保
し
、

保
険
料
（
税
）
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
特
別
な
事
情
の
適
切
な
把
握
に
努

め
、
機
械
的
な
対
応
に
な
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
き
め
細
か
な
納
付
相
談
を
行

う
こ
と
。
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

付
は
不
利
益
処
分
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

行
政
手
続
法
に
基
づ
く
弁
明
の
機
会
の

付
与
を
必
ず
実
施
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
滞
納
者
の
状
況
に
応
じ
、
通

常
に
比
べ
更
新
又
は
検
認
の
期
間
が
短

い
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
等
、
被
保

険
者
証
の
交
付
方
法
を
工
夫
し
て
納
付

相
談
の
機
会
の
確
保
を
図
り
、
滞
納
者

を
解
消
す
る
こ
と
。

ウ
被
保
険
者
が
、
督
促
、
催
告
に
応
じ
な

い
場
合
に
は
、
負
担
の
公
平
の
観
点
か

ら
差
押
予
告
通
知
書
を
送
付
し
、
積
極

的
に
差
押
え
を
行
う
こ
と
。

エ
納
付
義
務
者
が
保
険
料
（
税
）
を
納
期

限
ま
で
に
完
納
し
な
い
場
合
は
、
必
ず

延
滞
金
を
調
定
し
、
徴
収
す
る
こ
と
。

オ
保
険
料
（
税
）
の
不
納
欠
損
処
分
に
つ

い
て
は
、
資
産
の
状
況
等
の
調
査
結
果

に
基
づ
き
や
む
を
得
な
い
も
の
に
限
り

厳
正
に
行
う
こ
と
と
し
、
短
期
被
保
険

者
証
の
交
付
対
象
者
が
該
当
し
た
場
合

も
行
う
こ
と
。

⑷
徴
収
体
制
の
充
実

　

滞
納
保
険
料
（
税
）
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

全
庁
体
制
の
確
立
や
嘱
託
徴
収
員
の
採
用

等
、
徴
収
体
制
の
整
備
を
図
り
、
積
極
的
な

徴
収
活
動
（
例
え
ば
休
日
、
夜
間
等
の
戸

別
徴
収
等
）
及
び
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
。

　

ま
た
、
嘱
託
徴
収
員
等
を
活
用
し
て
い

る
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
嘱
託
徴
収
員
等

の
み
に
任
せ
る
こ
と
な
く
役
割
分
担
を
定

め
、
職
員
と
の
連
携
に
よ
る
戸
別
徴
収
に

積
極
的
か
つ
効
率
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

⑸
そ
の
他
の
収
納
対
策

　

上
記
⑴
か
ら
⑷
の
ほ
か
、
保
険
料
（
税
）

収
納
率
の
確
保
・
向
上
等
の
対
策
と
し
て
、

「
収
納
対
策
緊
急
プ
ラ
ン
の
策
定
等
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
２
月
15
日
保
国

発
第
０
２
１
５
０
０
１
号
）
等
を
参
考
に
、

効
果
的
な
収
納
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
。

５　
医
療
費
の
適
正
化

⑴
医
療
費
等
の
分
析

　

医
療
費
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
診
療

諸
率
の
経
年
的
な
傾
向
把
握
、
他
の
保
険

者
と
の
医
療
費
実
態
の
比
較
、
疾
病
構
造
、

長
期
入
院
者
及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者
の
動

向
の
把
握
・
分
析
等
に
よ
り
、
医
療
費
等

の
現
状
と
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、
医

療
費
の
適
正
化
に
必
要
な
施
策
に
反
映
す

る
こ
と
。

　

ま
た
、
将
来
に
向
け
て
医
療
費
適
正
化

対
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
連
合

会
等
と
連
携
し
、
調
査
・
研
究
を
行
う
こ
と
。

　

な
お
、
連
合
会
か
ら
提
供
さ
れ
る
疾
病

統
計
、
長
期
入
院
者
、
重
複
・
頻
回
受
診
者
、

柔
整
内
容
点
検
リ
ス
ト
等
の
資
料
を
十
分

活
用
し
、
医
療
費
適
正
化
対
策
の
内
容
を

充
実
す
る
こ
と
。

⑵
診
療
報
酬
明
細
書
の
点
検
調
査

　

診
療
報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」

と
い
う
。）
の
点
検
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国

民
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
明
細
書
点
検
調

査
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
昭

和
55
年
５
月
10
日
保
険
発
第
42
号
）
に
基

づ
き
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

被
保
険
者
資
格
の
点
検
、
調
剤
報
酬
明
細

書
と
の
突
合
、
縦
覧
点
検
等
に
つ
い
て
は
、

強
化
さ
れ
た
連
合
会
の
レ
セ
プ
ト
審
査
機

能
を
活
用
す
る
等
、
よ
り
効
率
的
な
調
査

を
実
施
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
を
計
画
的

に
実
施
す
る
た
め
の
点
検
体
制
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
医
療
事
務
経
験
者
等
を
嘱
託

員
に
採
用
す
る
等
し
て
充
実
す
る
こ
と
。

⑶
後
発
医
薬
品
及
び
適
正
受
診
に
対
す
る

周
知
・
啓
発

　

後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
後
発
医
薬

品
希
望
シ
ー
ル
及
び
カ
ー
ド
の
配
布
及
び

後
発
医
薬
品
を
使
用
し
た
場
合
の
医
療
費

の
額
の
通
知
（
差
額
通
知
）
等
、
後
発
医

薬
品
の
積
極
的
な
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
柔
道
整
復
師
等
の
施
術
に
お
け

る
保
険
給
付
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
広
報

等
に
よ
り
柔
道
整
復
療
養
費
等
に
対
す
る
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被
保
険
者
の
関
心
を
高
め
、
適
正
化
を
進

め
る
こ
と
。

⑷
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け

た
取
組

　

医
療
・
介
護
・
生
活
支
援
等
が
一
体
的

に
提
供
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

構
築
の
実
現
に
向
け
て
、
課
題
を
抱
え
る

被
保
険
者
の
把
握
と
働
き
か
け
、
地
域
で

被
保
険
者
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
や
地

域
で
被
保
険
者
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
等

に
取
り
組
む
こ
と
。

⑸
重
複
・
頻
回
受
診
者
対
策
の
推
進

　

重
複
・
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
保
健
師
の

訪
問
活
動
に
つ
い
て
は
、「
重
複
・
頻
回
受

診
者
に
係
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推
進

に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
10
年
８
月
５

日
保
険
発
第
１
２
６
号
）
に
基
づ
き
、
積

極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

⑹
第
三
者
求
償
事
務
の
取
組
強
化

　

第
三
者
求
償
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
三

者
行
為
の
発
見
手
段
の
拡
大
及
び
被
保
険

者
に
対
す
る
周
知
広
報
の
強
化
に
よ
り
、

確
実
か
つ
速
や
か
な
傷
病
届
の
提
出
の
励

行
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
求
償
事
務
の
取

組
の
底
上
げ
を
図
る
た
め
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
（
現
状
の
取
組
評
価
・
事
務
改
善
・

数
値
目
標
の
設
定
）
を
確
立
、
循
環
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
的
に
求
償
事
務
の

取
組
強
化
を
進
め
る
こ
と
。

６　
保
健
事
業

⑴
保
健
事
業
の
実
施
計
画

　

保
健
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、「
国

民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
保
健
事
業
の
実

施
等
に
関
す
る
指
針
」（
平
成
16
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
３
０
７
号
）
に
基
づ
き
、
保

健
事
業
の
実
施
計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
）
を
策
定
す
る
こ
と
。

⑵
保
健
事
業
の
推
進

　

保
健
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
特
定

健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
健
康
・
医
療
情

報
を
分
析
し
、
被
保
険
者
等
の
健
康
課
題

を
明
確
に
し
た
上
で
、
保
健
・
福
祉
部
門

等
関
係
部
局
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図

り
つ
つ
健
康
診
査
、
保
健
指
導
、
健
康
教
育
、

健
康
相
談
、
訪
問
指
導
等
効
果
的
か
つ
効

率
的
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

　

特
に
、
医
療
費
の
適
正
化
に
向
け
て
、
糖

尿
病
等
の
重
症
化
予
防
に
取
り
組
む
こ
と
。

⑶
直
営
診
療
施
設

　

保
険
者
が
設
置
す
る
直
営
診
療
施
設
に

つ
い
て
は
、
国
保
の
被
保
険
者
を
始
め
と

し
た
地
域
住
民
に
対
し
て
、
保
健
・
医
療
・

福
祉
の
各
般
に
わ
た
る
総
合
的
な
支
援
を

行
う
う
え
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
、
地
域

住
民
に
対
す
る
医
療
・
健
康
に
関
す
る
相

談
部
門
を
設
置
す
る
等
、
総
合
的
な
機
能

が
発
揮
で
き
る
よ
う
充
実
す
る
こ
と
。

７　
事
務
処
理
の
適
正
化

⑴
補
助
金
申
請
事
務
等
の
適
正
化

　

補
助
金
の
申
請
等
に
係
る
事
務
処
理
に

つ
い
て
は
、
会
計
実
地
検
査
等
に
お
い
て

多
数
の
不
適
正
な
事
務
処
理
が
判
明
し
て

お
り
、
自
主
点
検
に
よ
る
適
正
化
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
、「
国

民
健
康
保
険
関
係
国
庫
補
助
金
等
に
か
か

る
事
務
処
理
の
適
正
化
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
28
年
12
月
８
日
保
国
発
１
２
０
８
第

１
号
）
等
関
係
通
知
を
参
考
に
す
る
と
と

も
に
、
申
請
誤
り
が
生
じ
な
い
よ
う
な
防

止
策
（
誤
り
や
す
い
事
項
に
つ
い
て
の
確

認
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
等
）
を
講
じ
る
等
、

適
正
な
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
な
体
制

の
整
備
を
図
る
こ
と
。

⑵
不
正
及
び
事
故
の
防
止

　

不
正
及
び
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
不

正
及
び
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
事
務
処
理
方
式
の
見
直
し
、
相
互

牽
制
体
制
等
の
管
理
体
制
の
充
実
及
び
自

主
的
監
査
の
実
施
等
不
正
及
び
事
故
の
防

止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

　

ま
た
、
不
正
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
県
に
報
告
す
る
こ
と
。

８　
そ
の
他

⑴
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
充
実

　

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
つ
い
て

は
、
国
保
事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
に
重
要
な
審
議
機
関
で
あ

る
の
で
、
事
業
運
営
の
課
題
・
問
題
点
を

十
分
に
審
議
す
る
等
積
極
的
に
開
催
す
る

こ
と
。

⑵
保
険
者
協
議
会
に
お
け
る
各
保
険
者
と

の
連
携
・
協
力

　

保
険
者
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
保
健
事

業
等
の
効
率
的
で
円
滑
な
事
業
運
営
を
図

る
た
め
、
各
保
険
者
と
の
連
携
・
協
力
に

努
め
る
こ
と
。

⑶
情
報
開
示

　

レ
セ
プ
ト
開
示
に
つ
い
て
は
、「
診
療
報

酬
明
細
書
等
の
被
保
険
者
へ
の
開
示
に
つ

い
て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
３
月
31
日
保

発
第
０
３
３
１
０
０
７
号
、
平
成
23
年
６

月
20
日
付
け
保
発
０
６
２
０
第
２
号
に
よ

り
一
部
改
正
）
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

⑷
国
民
健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
重
点
事

項
ア
被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
組
合
規

約
に
定
め
る
組
合
員
の
業
種
（
現
に
業
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務
に
従
事
し
て
い
る
か
否
か
を
含
む
。）、

住
所
、
勤
務
先
の
業
態
及
び
健
康
保
険

の
適
用
除
外
承
認
手
続
き
の
確
認
を
徹

底
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合

員
資
格
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
」

（
平
成
24
年
３
月
26
日
保
国
発
０
３
２
６

第
１
号
）
に
基
づ
き
、
定
期
的
に
被
保

険
者
資
格
の
確
認
を
行
う
等
、
適
正
な

取
扱
を
徹
底
す
る
こ
と
。

イ
「
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
法
令
遵

守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
体
制
の
整

備
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
22
年
９

月
10
日
保
国
発
０
９
１
０
第
１
号
）
に

基
づ
き
、
法
令
遵
守
体
制
の
整
備
に
取

り
組
む
こ
と
。

ウ
国
保
組
合
が
扱
う
個
人
情
報
等
の
重
要

情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法

及
び
「
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る

個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」（
平
成
17
年

４
月
１
日
保
発
第
０
４
０
１
０
１
１
号
、

平
成
28
年
2
月
29
日
保
発
０
２
２
９
第

８
号
一
部
改
正
）
に
基
づ
き
適
正
な
管

理
に
取
り
組
む
こ
と
。

○
連
合
会
に
関
す
る
事
項

１　
審
査
の
充
実
強
化

　

レ
セ
プ
ト
の
審
査
支
払
事
務
に
つ
い
て

は
、
審
査
専
門
部
会
の
審
査
対
象
の
拡
大
、

事
務
点
検
期
間
及
び
審
査
委
員
会
に
お
け

る
審
査
期
間
の
延
長
等
に
よ
り
事
務
共
助

の
充
実
及
び
審
査
体
制
を
拡
充
し
、
審
査
の

充
実
・
強
化
及
び
効
率
化
に
努
め
る
こ
と
。

２　
保
険
者
支
援

⑴
保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
等
の

充
実
・
強
化

　

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
及
び

第
三
者
行
為
求
償
事
務
共
同
事
業
に
つ
い

て
は
、
保
険
者
の
事
務
処
理
の
効
率
化
等

を
図
る
た
め
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。

　

特
に
、
第
三
者
求
償
に
つ
い
て
は
、
受

託
範
囲
の
拡
大
や
被
害
者
リ
ス
ト
の
作
成
、

巡
回
相
談
等
に
よ
る
市
町
へ
の
助
言
等
、
市

町
の
目
標
達
成
を
支
援
す
る
た
め
、
更
な

る
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

⑵
医
療
費
分
析
等
の
充
実
・
活
用

　

医
療
費
分
析
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
者

に
お
い
て
医
療
費
等
の
分
析
結
果
に
基
づ

く
効
果
的
な
保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た

め
、
疾
病
統
計
及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者

リ
ス
ト
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
そ
の

活
用
方
法
の
教
示
等
を
行
う
こ
と
。

　

な
お
、
疾
病
統
計
等
に
つ
い
て
は
、
保

険
者
に
と
っ
て
有
効
か
つ
必
要
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
か
活
用
状
況
を
把
握
し
、
的

確
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
電
算
事

務
の
効
率
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

⑶
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援

　

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援
に
つ
い
て

は
、
保
険
者
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
の
内
容
点
検
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保

険
者
の
実
態
に
応
じ
た
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
に
係
る
研
修
及
び
内
容
点
検
を
的
確
に

行
う
た
め
の
情
報
提
供
等
積
極
的
な
支
援

を
行
う
こ
と
。

⑷
保
健
事
業
の
支
援

　

保
健
事
業
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
特
定

健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実

施
を
図
る
と
と
も
に
、
保
険
者
に
お
け
る

保
健
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定
支
援
を
は
じ
め
、
健

診
結
果
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
て
各
保
険
者

の
実
態
に
応
じ
た
効
果
的
な
保
健
事
業
の

企
画
、
評
価
、
調
査
・
研
究
等
、
各
種
の

施
策
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
保
健
師
等

の
専
門
職
を
活
用
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
保
険
者
が
行
う
保
健
・
福
祉
事

業
と
の
連
携
に
配
意
し
た
保
健
事
業
の
展

開
に
対
す
る
支
援
等
に
も
配
意
す
る
こ
と
。

⑸
保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
対
策
の
支

援

　

連
合
会
の
保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し
て
、
保
険
者
に

対
し
て
長
期
滞
納
・
収
納
困
難
事
案
へ
の

対
応
方
法
の
相
談
及
び
職
員
研
修
に
よ
る

職
員
の
資
質
向
上
等
収
納
率
向
上
の
た
め

の
保
険
者
支
援
を
行
う
こ
と
。

３　
そ
の
他

⑴
個
人
情
報
等
を
含
む
重
要
情
報
の
適
正

管
理

　

連
合
会
が
扱
う
個
人
情
報
等
の
重
要
情

報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
及
び

「
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
等
に
お
け
る

個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」（
平
成
17
年
９
月

15
日
保
発
第
０
９
１
５
０
０
３
号
、
平
成

28
年
２
月
29
日
保
発
０
２
２
９
第
10
号
一

部
改
正
）
に
基
づ
き
適
正
な
管
理
に
取
り

組
む
こ
と
。

⑵
事
務
の
改
善
等

　

連
合
会
に
お
け
る
不
正
及
び
事
故
の
防

止
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
に
関
す
る
事
項

の
７
の
⑵
に
準
じ
て
実
施
す
る
こ
と
。
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茂
木
町
は
、
東
京
都
心
か
ら
１
０
０
㎞

圏
に
位
置
す
る
地
理
的
優
位
性
に
加
え
、

里
山
や
棚
田
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
、

城
下
町
の
面
影
を
残
す
市
街
地
、
全
国
モ
デ

ル
道
の
駅
に
選
定
さ
れ
た
「
道
の
駅
も
て

ぎ
」、
世
界
に
誇
れ
る
「
ツ
イ
ン
リ
ン
ク
も

て
ぎ
」
な
ど
、魅
力
あ
る
資
源
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ま
ち
づ

く
り
の
テ
ー
マ
を
『
子
ど
も
に
は
夢
を  

若

者
に
は
希
望
を　

お
年
寄
り
に
は
安
心
を
』

と
し
「
定
住
、雇
用
、子
育
て
、教
育
、健
康
、

環
境
、
観
光
」
の
７
つ
の
重
点
項
目
を
掲

げ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
中
の
「
健
康
」
に
つ
い
て
、
昨
年

度
策
定
さ
れ
ま
し
た
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
を
基
に
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ

た
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
保
健
事
業
を
実

施
し
、
さ
ら
な
る
健
康
維
持
増
進
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

　

さ
て
、
本
町
の
国
保
運
営
協
議
会
会
長

の
古
田
土
志
郎
氏
は
、
平
成
27
年
に
茂
木

町
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
、
議
会
活
性
化

特
別
委
員
会
委
員
長
を
は
じ
め
、
教
育
産

業
常
任
委
員
な
ど
を
経
て
、
現
在
は
、
総

務
民
生
常
任
委
員
会
副
委
員
長
と
し
て
ご

活
躍
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
議
員
と
し
て
の
活
動
の
ほ
か
に
、

平
成
19
年
に
栃
木
県
指
定
民
俗
文
化
財
（
無

形
）
と
な
っ
た
「
河
井
の
さ
さ
ら
」
の
発

展
や
茂
木
の
果
樹
ブ
ラ
ン
ド
の
ひ
と
つ
で

あ
る
干
し
柿
「
長
寿
柿
」
の
振
興
に
尽
力

さ
れ
る
な
ど
幅
広
い
分
野
で
ご
活
躍
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
６
月
か
ら
国
保
運
営
協
議
会

会
長
に
就
任
さ
れ
た
古
田
土
会
長
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
医
療
費
の
増
加
に
よ
る
厳

し
い
財
政
状
況
や
、
平
成
30
年
度
の
国
保

制
度
改
革
な
ど
多
様
な
課
題
に
、
豊
富
な

知
識
と
経
験
を
生
か
し
、
町
民
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
ご
尽
力
い

た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

国保運協会長プロフィール

茂木町

古田土　志郎
こ だ と ろ うし

会
長
の
一
言

「町民の安心のために」
　町民が安心して暮らしていく中で、国民健康保険は欠かせない
要素の一つです。平成30年度から制度改革が行われることで、県
が財政運営の責任者となり財政の安定化が図られますが、保険税
の賦課徴収においても、町民の理解が得られるようさらに安定し
た制度になることを望みます。

栃木県指定民俗文化財（無形）「河井のささら」
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暮
ら
し
て
満
足
　
訪
ね
て
納
得

　

栃
木
県
の
北
西
部
に
位
置
す
る
日
光
市
。

北
は
福
島
県
、
西
は
群
馬
県
に
接
し
て
い
ま

す
。
日
光
火
山
群
と
鬼
怒
川
上
流
域
、
大

谷
川
流
域
等
に
広
が
る
区
域
の
総
面
積
は

１
４
４
９
・
83
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
県

土
の
約
４
分
の
１
を
占
め
て
い
ま
す
。
日

光
国
立
公
園
地
域
を
中
心
と
す
る
山
間
部

の
多
く
は
、
水
源
か
ん
養
や
自
然
環
境
の

保
全
等
の
機
能
を
担
う
振
興
山
村
地
域
に

指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
部
地
域
は
水

源
地
域
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
形
は
標
高
２
０
０
㍍
程
度
の
平
坦
地
域

か
ら
２
０
０
０
㍍
を
超
す
山
岳
地
域
ま
で

大
き
な
起
伏
が
あ
り
、
四
季
を
通
じ
て
変
化

に
富
ん
だ
観
光
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
て
お
り
、
国
内
外
か

ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
『
ｆ
ｅ
ｅ
ｌ　
ｓ
ｏ　
ｇ
ｏ
ｏ
ｄ
! !　

暮

ら
し
て
満
足　

訪
ね
て
納
得　

自
然
と
笑

顔
に
な
れ
る
ま
ち
』
を
10
年
後
の
都
市
像

に
掲
げ
、「
日
光
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」

で
定
め
た
「
共
有
・
参
画
・
協
働
」
を
基
本

理
念
と
し
、
市
の
将
来
像
の
実
現
に
向
け

各
種
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。

　

今
回
は
、「
世
界
遺
産
・
日
光
の
社
寺
」「
日

光
杉
並
木
街
道
」「
足
尾
銅
山
施
設
」
な

ど
多
く
の
歴
史
的
、
文
化
的
遺
産
を
有
し
、

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
る
日
光
市
を
訪
ね
、

平
成
30
年
度
か
ら
の
国
保
都
道
府
県
化
に

向
け
た
課
題
や
国
保
税
収
納
率
向
上
、
保
健

事
業
の
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
う
か
が
っ

た
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

日 光 市第116回

四季折々の絶景ポイントを味わいながら気軽に散策できる「戦場ヶ原ハイキング」

 　　突撃ルポ 保険者みてある記

 　　突撃ルポ 保険者みてある記

宇都宮市

日光市

自然と笑顔になれるまち

日光市

保険年金課のみなさん
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保険年金課　石塚係長

保険年金課　加藤副主幹

収税課　山越主幹

県
単
位
化
に
向
け
職
員
間
で

情
報
共
有
を
図
り
協
力
体
制
を
構
築

　

保
険
年
金
課
資
格
管
理
係
・
石
塚
係
長

と
加
藤
副
主
幹
に
課
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

石
塚
係
長
は
「
被
保
険
者
証
の
適
正
な

交
付
を
行
う
た
め
、
収
税
課
と
の
連
携
を

密
に
取
り
、
一
般
・
短
期
被
保
険
者
証
及

び
資
格
証
明
書
の
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
独
自
の
救
済
措
置
と
し
て
、
平

成
22
年
４
月
か
ら
、
国
保
税
滞
納
世
帯
に

お
け
る
高
校
生
以
下
の
お
子
さ
ん
に
対
し

て
は
、
一
般
被
保
険
者
証
の
交
付
を
行
っ

て
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

施
行
ま
で
一
年
を
切
っ
た
30
年
度
か
ら

の
国
保
運
営
の
都
道
府
県
化
に
向
け
て
は
、

「
タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
な
か
、
条
例

改
正
や
保
険
税
率
見
直
し
の
た
め
の
試
算

等
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
一
番
の
課
題
と

認
識
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
制
度
改
正
に

合
わ
せ
た
現
行
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行
う

た
め
、
業
務
量
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す

が
、
職
員
間
で
情
報
共
有
を
図
り
、
協
力

体
制
の
構
築
を
図
っ
て
い
ま
す
」
と
、
石

塚
係
長
は
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
ま
す
。

　

加
藤
副
主
幹
に
県
単
位
化
に
向
け
た
市

独
自
の
被
保
険
者
向
け
周
知
広
報
の
内
容

に
つ
い
て
う
か
が
う
と
、「
保
険
税
率
の
見

直
し
を
は
じ
め
、
県
単
位
化
に
よ
り
国
保

の
し
く
み
は
変
わ
り
ま
す
が
、
被
保
険
者

の
み
な
さ
ん
の
医
療
の
受
け
方
や
保
険
税

の
納
め
方
な
ど
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
周

知
し
て
い
く
予
定
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

県
単
位
化
に
向
け
た
課
題
に
対
し
、
課

内
を
挙
げ
て
取
り
組
む
姿
勢
を
強
く
感
じ

ま
し
た
。

滞
納
整
理
を
強
化
！
現
年
度
分
を
優
先

　

収
納
率
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
収

税
課
・
山
越
主
幹
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

財
産
調
査
や
給
与
・
生
命
保
険
等
の
債

権
差
し
押
さ
え
な
ど
滞
納
処
分
を
積
極
的

に
強
化
し
、
収
納
率
向
上
を
図
っ
て
い
る

日
光
市
。

　

山
越
主
幹
に
課
題
を
う
か
が
う
と
、「
国

保
税
は
世
帯
主
課
税
の
た
め
、
世
帯
主
の

高
齢
化
に
よ
り
差
し
押
さ
え
る
財
産
が
な

く
、
年
金
暮
ら
し
の
た
め
滞
納
と
な
る
悪

循
環
の
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
」
と

話
し
ま
す
。

　

特
に
力
を
入
れ
て
い
る
取
り
組
み
を
う

か
が
う
と
、「
国
保
税
の
捜
索
を
強
化
（
28

年
度
は
５
件
程
度
）
し
、
物
品
等
を
差
し

押
さ
え
の
う
え
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に

掛
け
て
い
ま
す
」
と
続
け
ま
す
。
さ
ら
に

「
28
年
度
か
ら
、
差
し
押
さ
え
た
物
品
等
を

換
価
し
た
場
合
に
は
、
現
年
度
分
を
中
心

に
収
納
す
る
よ
う
方
針
を
転
換
し
ま
し
た
。

滞
納
繰
越
分
は
、
財
産
調
査
を
踏
ま
え
て

執
行
停
止
の
判
断
を
し
て
お
り
、
現
年
度

分
の
収
納
率
が
３
年
後
に
は
数
％
上
昇
す

る
見
込
み
は
も
っ
て
い
ま
す
」
と
、
山
越

主
幹
は
目
を
細
め
ま
す
。

　

徴
収
が
困
難
な
滞
納
案
件
に
関
し
、
具
体

的
な
対
処
方
法
を
指
導
す
る
「
徴
収
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
（
国
保
連
合
会
事
業
）」

の
28
年
度
対
象
保
険
者
と
し
て
実
施
し
た

感
想
は
、
と
の
質
問
に
つ
い
て
は
、「
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
の
指
導
・
助
言
を
通
し
て
、
執

行
停
止
や
不
納
欠
損
の
判
断
材
料
と
し
て

捜
索
は
重
要
で
あ
る
と
再
認
識
し
ま
し
た
」

と
、
捜
索
の
重
要
性
を
強
調
し
ま
す
。

口
座
振
替
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

効
果
上
々

　

納
税
に
便
利
な
口
座
振
替
の
促
進
も
図

る
日
光
市
。

　

市
で
は
、
国
保
税
を
含
む
市
税
全
般
の

口
座
振
替
を
促
進
す
る
た
め
、
毎
年
５
月

か
ら
７
月
を
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
と
し
て

設
定
し
、
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に
は
粗

品
（
29
年
度
は
「
日
光
仮
面
の
ボ
ー
ル
ペ

ン
」）
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

取
材
当
日
の
午
前
中
も
、
窓
口
に
20
件

程
度
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
効
果
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

目
標
収
納
率
の
達
成
に
向
け
て

　

新
た
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
う
か
が
う

と
、「
28
年
度
か
ら
、
８
期
で
納
付
す
る
現

年
度
分
に
つ
い
て
、
納
税
者
の
資
力
な
ど

個
別
事
情
に
応
じ
、
口
座
振
替
の
分
納
を

認
め
る
な
ど
の
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
ま
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ヘルシーライフセミナー（特定保健指導の教室）の様子。
管理栄養士から栄養に関する話を熱心に聞き入る参加
者のみなさん。

策
を
総
合
的
に
調
整
し
、
市
民
・
事
業
者

及
び
関
係
団
体
と
の
協
働
に
よ
り
、
地
域

が
一
体
と
な
っ
て
健
康
づ
く
り
を
推
進
し

て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
健
康
に
っ
こ
う
21
計
画
」「
日
光
市
食

育
推
進
計
画
」「
日
光
市
歯
科
保
健
推
進
計

画
」
の
３
計
画
に
基
づ
き
、
推
進
体
制
を

構
築
し
、
計
画
的
に
妊
婦
（
胎
児
期
）
～

高
齢
期
ま
で
の
保
健
事
業
を
実
施
し
て
い

る
日
光
市
。

　

一
般
住
民
へ
の
健
康
づ
く
り
を
所
管
す

る
健
康
課
で
は
、
主
に
健
康
状
態
段
階
の

「
健
康
層
」「
低
リ
ス
ク
層
」
に
対
す
る
一
次

予
防
、
二
次
予
防
に
力
点
を
置
き
、
健
康

層
を
広
げ
る
対
策
を
し
て
い
ま
す
。
近
年

は
第
１
次
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
か
ら
明
ら

か
に
な
っ
た
優
先
的
課
題
と
な
る
疾
患
の

「
脳
血
管
疾
患
・
心
疾
患
」「
慢
性
腎
不
全
（
糖

尿
病
を
基
礎
疾
患
と
す
る
も
の
）」
の
対
策

を
視
野
に
入
れ
、
健
診
結
果
説
明
会
や
糖
尿

病
予
防
教
室
、
健
康
づ
く
り
推
進
員
の
地

区
活
動
な
ど
に
よ
り
、
正
し
い
知
識
の
普

及
と
共
に
、
健
康
行
動
実
践
へ
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
上
げ
、
セ
ル
フ
ケ
ア
能
力
を
高

め
ら
れ
る
よ
う
に
丁
寧
に
事
業
展
開
を
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

デ
ー
タ
分
析
に
基
づ
く

健
診
受
診
勧
奨
に
一
定
の
効
果
も

　

特
定
健
診
受
診
率
向
上
の
取
り
組
み
を

斉
藤
課
長
補
佐
に
う
か
が
う
と
、「
第
２
期

特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
、
デ
ー
タ
へ
ル

ス
計
画
の
も
と
、
受
診
率
向
上
に
向
け
て
、

広
報
、
機
会
拡
大
、
勧
奨
等
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
26
年
度
か
ら
、

受
診
者
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
デ
ー
タ
分
析
及

び
特
性
区
分
の
設
定
別
対
象
者
の
設
定
、
受

診
勧
奨
に
必
要
な
資
材
の
作
成
な
ど
『
デ
ー

タ
分
析
受
診
勧
奨
事
業
』
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
」
と
の
こ
と
。

　

一
方
で
、
藤
田
主
任
は
「
27
年
度
の
評

価
か
ら
、
新
規
受
診
者
及
び
継
続
受
診
者

の
伸
び
率
の
低
下
が
み
ら
れ
、
不
定
期
受

診
者
に
つ
い
て
は
受
診
増
が
見
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
毎
年
受
診
す
る
行
動

の
習
慣
化
に
向
け
た
支
援
の
継
続
が
必
要

な
状
況
で
す
。
ま
た
、通
院
者
に
つ
い
て
も
、

医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
健
診
受
診
を

勧
奨
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
」
と
課
題
を
話
し
ま
す
。

楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む

　

市
で
は
、
27
年
度
か
ら
健
康
マ
イ
レ
ー

ジ
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
健
康
診
査
の
受

診
を
必
須
と
し
、
健
康
づ
く
り
・
が
ん
検

診
受
診
・
健
康
教
室
参
加
な
ど
で
ポ
イ
ン

ト
を
た
め
る
と
特
典
が
付
き
、
楽
し
み
な

が
ら
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
事
業
を
健

康
課
が
中
心
に
展
開
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

受
診
機
会
を
確
保
！
市
外
の
指
定
外

医
療
機
関
で
の
人
間
ド
ッ
ク
に
助
成

　

人
間
ド
ッ
ク
で
は
、
市
内
の
指
定
医
療
機

関
に
お
け
る
健
診
と
、
市
外
の
指
定
外
医

療
機
関
で
の
健
診
の
助
成
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
よ
り
多
く
の
方
に
受
診
機
会
が
及

ぶ
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
日
光
市
。
き

め
細
や
か
な
保
健
事
業
を
展
開
し
て
い
る

印
象
を
受
け
ま
す
。

す
」
と
の
こ
と
。

　

最
後
に
、
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

う
か
が
う
と
、「
30
年
度
の
県
単
位
化
に
向

け
て
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
な
ど
、
国
保
事
業
の
運
営
に
支

障
が
な
い
よ
う
、
収
納
率
の
目
標
を
立
て

て
達
成
で
き
る
よ
う
、
財
産
調
査
・
滞
納

処
分
の
強
化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
」
と
山

越
主
幹
は
力
強
く
話
し
ま
す
。

　

税
務
畑
12
年
の
山
越
主
幹
の
話
か
ら
は
、

滞
納
整
理
に
対
す
る
熱
意
を
感
じ
、
目
標

収
納
率
の
達
成
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

地
域
一
体
と
な
っ
て
健
康
づ
く
り
を
推
進

　

24
年
度
か
ら
国
保
部
門
に
保
健
師
を
配

置
し
て
い
る
日
光
市
。

　

保
険
年
金
課
保
健
事
業
係
に
は
、
保
健

師
２
名
・
事
務
職
２
名
が
在
籍
し
、
各
種

保
健
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

住
民
へ
の
健
康
づ
く
り
を
含
む
保
健
事

業
の
取
り
組
み
は
、
保
険
年
金
課
保
健
事

業
係
・
斉
藤
課
長
補
佐
と
藤
田
主
任
に
う

か
が
い
ま
し
た
。

　
「
日
光
市
健
康
づ
く
り
推
進
条
例
」「
日

光
市
民
の
歯
及
び
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推

進
条
例
」
を
制
定
し
、
誰
も
が
健
康
に
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
実
現
の

た
め
に
、
市
が
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
施
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鬼怒川・川治温泉郷の夏の一大イベント「龍王祭」。
各種神輿の活気にあふれ、夏の暑さに負けない盛り上がりをみせます。

毎年３月に開催される「全日本手打ちそば早食い選手権」。
そばを口いっぱい頬張り苦しむ人や制限時間をたっぷり使ってそばを堪能する人も…。

保険年金課　斉藤課長補佐（左）、藤田主任（右）

◎日光市の概況

総人口（人）
総世帯数（世帯）

一人当たりの療養諸費費用額（円）
特定健診受診率（％）
特定保健指導実施率（％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

加入世帯数（世帯）
被保険者数（人）
被保険者加入率（％）
一人当たり調定額（円）
収納率（％）

国保被保険者

保険料（税）
収納状況（現年分）

86,659
36,351
14,881
25,107
28.97
97,072
86.22（H25）

313,444（H25）
38.1（H25）
39.4（H25）

85,662
36,460
14,391
23,933
27.94
94,408
86.95（H26）

321,273（H26）
39.6（H26）
42.4（H26）

84,383
36,508
13,784
22,316
26.45
96,570
87.34（H27）

336,596（H27）
40.1（H27）
44.3（H27）

尿
中
塩
分
測
定
で
減
塩
の
動
機
付
け

　

特
定
保
健
指
導
に
お
い
て
は
、
運
動
教

室
を
付
加
し
た
会
場
方
式
と
管
理
栄
養
士

に
よ
る
訪
問
方
式
か
ら
選
択
で
き
る
よ
う

に
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
計
画
か
ら
日
光
市
に
お
い
て
高
血
圧
性

疾
患
が
重
要
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
生
活

習
慣
の
見
直
し
、
改
善
を
図
る
取
り
組
み

と
し
て
、
尿
中
塩
分
測
定
を
実
施
し
、
減

塩
に
向
け
た
動
機
づ
け
を
行
っ
て
い
る
の

も
特
徴
で
す
。

　

斉
藤
課
長
補
佐
は
「
働
き
盛
り
の
年
代

以
降
の
重
症
疾
患
発
症
を
予
防
す
る
た
め
、

若
年
層
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
受
診
勧
奨

及
び
保
健
指
導
に
お
い
て
は
健
康
課
と
連

携
し
、
引
き
続
き
実
施
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」
と
意
欲
を
覗
か
せ
ま
す
。

　

今
後
の
課
題
を
う
か
が
う
と
、「
対
象
者

に
あ
っ
た
生
活
習
慣
や
食
生
活
な
ど
の
行

動
変
容
に
結
び
つ
く
よ
う
な
支
援
の
継
続

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
未
終
了
者
対
策
と

し
て
、
脱
落
者
の
理
由
の
確
認
、
継
続
で

き
る
よ
う
な
支
援
方
法
の
検
討
を
今
後
も

実
施
し
て
い
き
ま
す
」
と
前
向
き
な
姿
勢

を
見
せ
ま
す
。

次
期
計
画
作
成
に
向
け
、
保
健
師
と

事
務
職
が
一
体
に
な
る
こ
と
が
重
要

　

最
後
に
、
お
二
人
に
今
後
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

　
「
30
年
度
か
ら
６
年
間
の
計
画
で
あ
る
第

３
期
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
・
第
２
次

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
作
成
に
向
け
、
現

計
画
の
評
価
や
デ
ー
タ
分
析
な
ど
が
課
題

で
す
が
、
保
健
師
と
事
務
職
が
一
体
と
な
っ

て
、
計
画
作
成
を
進
め
て
い
き
た
い
」
と

語
る
斉
藤
課
長
補
佐
。

　

藤
田
主
任
は
「
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ

Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
な
ど
、
次

期
計
画
作
成
の
た
め
の
分
析
を
進
め
て
い

き
た
い
で
す
。
連
合
会
に
も
日
光
市
の
状

況
や
他
市
町
と
の
比
較
な
ど
ア
ド
バ
イ
ス

を
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
」
と

期
待
を
寄
せ
ま
す
。

　

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
沿
っ
て
、
一
つ

一
つ
課
題
の
対
策
を
視
野
に
入
れ
て
活
動

し
て
い
る
日
光
市
。

　

今
回
の
取
材
を
通
じ
、
国
保
部
門
（
保

険
年
金
課
）
と
保
健
衛
生
部
門
（
健
康
課
）

の
連
携
の
重
要
性
を
改
め
て
感
じ
、
住
民
一

人
ひ
と
り
へ
の
き
め
細
や
か
な
保
健
事
業

を
展
開
し
て
い
る
様
子
が
印
象
的
で
し
た
。

　

本
会
で
も
保
険
者
が
行
う
保
健
事
業
の

取
り
組
み
や
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
作
成
の

サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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で
き
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
保

を
市
町
村
区
域
単
位
と
し
た
理
由
は
、
現

在
に
お
い
て
も
な
お
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ

が
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
敗
戦
に
よ
る
国
保
事
業
の
混

乱
・
衰
退
を
立
て
直
す
た
め
に
、
昭
和
23

年
に
、
保
険
者
を
原
則
と
し
て
市
町
村
と

し
要
件
該
当
者
は
全
員
強
制
加
入
と
す
る

市
町
村
公
営
原
則
が
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
、

昭
和
33
年
に
現
在
の
国
保
法
が
制
定
さ
れ

て
全
市
町
村
に
国
保
事
業
の
実
施
が
強
制

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
36
年
に
国
民
皆

保
険
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
は
こ

の
時
に
も
、
保
険
者
を
市
町
村
と
す
べ
き

か
ど
う
か
に
つ
き
議
論
が
あ
っ
た
が
、
保

険
に
対
す
る
責
任
を
身
近
に
感
じ
さ
せ
自

主
的
創
意
を
図
る
た
め
に
は
、
当
分
の
間

は
市
町
村
経
営
の
形
式
を
推
し
進
め
て
い

く
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、
市
町
村

保
険
者
が
維
持
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
市
町
村
保
険
者
を
維
持
し
た
が
故

に
、
国
保
は
、
①
医
療
費
や
保
険
料
の
市

町
村
間
格
差
②
運
営
が
不
安
定
に
な
り
が

ち
な
多
数
の
小
規
模
保
険
者
の
存
在
と
い

う
構
造
的
課
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

特
に
１
９
８
０
年
代
以
降
は
、
こ
れ
ら
の

問
題
や
国
保
被
保
険
者
の
構
成
か
ら
生
じ

る
構
造
的
課
題
（
①
加
入
者
の
年
齢
が
高

い
②
無
職
者
が
多
い
③
低
所
得
者
が
多
い

④
保
険
料
収
納
率
が
低
い
）
が
深
刻
化
し
、

度
重
な
る
医
療
保
険
制
度
改
革
を
促
し
た

と
言
え
る
。

平
成
27
年
国
保
制
度
改
革
の
経
緯

　

今
回
の
改
革
の
直
接
的
な
出
発
点
は
、
平

成
15
年
３
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
医
療

保
険
制
度
体
系
及
び
診
療
報
酬
体
系
に
関

す
る
基
本
方
針
」
で
あ
る
。
こ
の
基
本
方

針
に
基
づ
き
、
①
医
療
費
適
正
化
の
総
合

的
推
進
②
新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
の
創

設
③
保
険
者
の
再
編
・
統
合
の
３
つ
を
柱

と
す
る
平
成
18
年
の
医
療
保
険
制
度
改
革

が
行
わ
れ
、
③
の
保
険
者
の
再
編
・
統
合

に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
単
位
を
軸
と
す

る
保
険
運
営
を
目
指
す
と
さ
れ
た
。
市
町

村
国
保
に
つ
い
て
は
、
保
険
財
政
共
同
安

定
化
事
業
の
創
設
な
ど
の
都
道
府
県
域
単

位
の
財
政
調
整
の
拡
大
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
国
保
運
営
の
都
道
府
県
単
位

化
は
、
平
成
22
年
と
平
成
24
年
の
国
保
法

改
正
で
も
い
っ
そ
う
推
進
さ
れ
、
さ
ら
に
、

平
成
25
年
８
月
に
社
会
保
障
制
度
改
革
国

民
会
議
が
「
国
保
の
財
政
運
営
を
担
う
主

体
（
保
険
者
）
を
都
道
府
県
と
し
、
財
政

運
営
を
始
め
と
す
る
国
保
の
運
営
業
務
を

都
道
府
県
が
担
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、

　

平
成
27
年
の
国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国

保
」
と
い
う
）
制
度
の
改
革
は
、
昭
和
33

年
の
現
行
国
保
法
制
定
以
来
の
大
改
革
で

あ
り
、
制
度
の
骨
格
を
変
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。
現
在
、
来
年
４
月
か
ら
の
本
格
施
行

に
向
け
て
、
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
４
回
に
分
け
て
改
革
の

概
要
と
課
題
に
つ
い
て
解
説
を
行
い
、
関

係
者
の
施
行
準
備
の
た
め
の
便
と
し
た
い
。

国
保
の
保
険
者
の
沿
革

　

国
保
の
保
険
者
（
運
営
主
体
）
は
当
初
か

ら
市
町
村
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
昭

和
13
年
に
国
保
制
度
が
創
設
さ
れ
た
当
時

の
保
険
者
は
、
市
町
村
区
域
単
位
に
当
該

区
域
の
住
民
を
対
象
と
し
て
設
立
さ
れ
た

普
通
国
保
組
合
（
公
法
人
）
と
、
都
市
部

の
同
業
自
営
業
者
な
ど
を
加
入
者
と
す
る

特
別
国
保
組
合
で
あ
っ
た
（
後
者
は
現
在

の
国
保
組
合
の
前
身
で
あ
る
）。
普
通
国
保

組
合
は
任
意
設
立
か
つ
任
意
加
入
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
が
市
町
村
区
域
を
設
立
単
位

と
し
た
理
由
は
、
①
多
様
な
地
域
の
実
情

に
対
応
で
き
る
②
（
事
実
上
の
）
強
制
加

入
を
担
保
し
や
す
い
③
隣
保
相
扶
・
郷
土

団
結
の
精
神
を
基
調
と
す
る
円
滑
な
事
業

運
営
が
期
待
で
き
る
④
国
保
組
合
と
市
町

村
行
政
と
の
密
接
な
連
携
を
保
つ
こ
と
が

新たな国民健康保険制度に向けて
「平成27年国保制度改革の経緯とポイント」（全４回）
新たな国民健康保険制度に向けて
「平成27年国保制度改革の経緯とポイント」（全４回）

中央大学法学部　教授 新田　秀樹中央大学法学部　教授 新田　秀樹

特別寄稿①

第　回第1回
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新
にっ

田
た

　秀
ひで

樹
き

中央大学法学部　教授

東京大学法学部卒業。厚生省入省後、名古屋大学助教授、厚生労働省室長、内閣参事
官、大正大学教授等を経て、2013年より現職。専攻は、社会保障法・社会保障政策論。

主な著書として、『社会保障改革の視座』（信山社、2000年）、『国民健康保険の保険者』
（信山社学術選書、2009年）、『新・国民健康保険基礎講座』（共著、社会保険実務研究所、
2010年）、『トピック社会保障法〔2017　第11版〕』（編著、不磨書房、2017年）など。

プロフィール

保
険
料
の
賦
課
徴
収
・
保
健
事
業
な
ど
引

き
続
き
市
町
村
が
担
う
こ
と
が
適
切
な
業

務
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
と

市
町
村
が
適
切
に
役
割
分
担
を
行
い
、
市

町
村
の
保
険
料
収
納
や
医
療
費
適
正
化
へ

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
損
な
う
こ
と
の
な

い
分
権
的
な
仕
組
み
を
目
指
す
べ
き
」
と

す
る
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
る
に
至
っ
て
、

都
道
府
県
を
国
保
の
保
険
者
（
運
営
主
体
）

と
す
る
こ
と
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
今
回
の
国
保
制
度
改
革
は
、
そ
の
具

体
化
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。

平
成
27
年
国
保
制
度
改
革
の
ポ
イ
ン
ト

　

今
回
の
改
革
の
柱
は
、
国
保
の
財
政
基

盤
強
化
と
国
保
運
営
方
法
の
見
直
し
の
２

つ
で
あ
る
。
国
保
の
財
政
基
盤
の
強
化
は
、

次
回
以
降
詳
述
す
る
が
、
保
険
者
努
力
支

援
制
度
の
創
設
、
財
政
安
定
化
基
金
の
設

置
な
ど
に
よ
り
図
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
国
保
運
営
方
法
の
見
直
し
は
、

国
保
の
運
営
を
平
成
30
年
度
よ
り
、
市
町

村
に
よ
る
運
営
か
ら
都
道
府
県
と
市
町
村

に
よ
る
共
同
運
営
に
見
直
す
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
平
成
27
年
改
正
後
の
国
保
法
は
、

都
道
府
県
は
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村

と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
を
行
う
と
し
た

上
で
、
都
道
府
県
は
安
定
的
な
財
政
運
営
・

市
町
村
国
保
事
業
の
効
率
的
な
実
施
確
保

そ
の
他
の
国
保
事
業
の
健
全
な
運
営
に
つ

い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
旨
を
、
ま

た
、
市
町
村
は
被
保
険
者
資
格
の
得
喪
・

国
保
料
（
税
）
の
徴
収
・
保
健
事
業
の
実

施
そ
の
他
の
国
保
事
業
を
適
切
に
実
施
す

る
旨
を
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
保
を

都
道
府
県
と
市
町
村
の
共
同
運
営
と
し
た

上
で
、
市
町
村
は
主
と
し
て
国
保
事
業
の

「
実
施
」
に
責
任
を
負
い
、
都
道
府
県
は
主

と
し
て
財
政
運
営
を
含
む
国
保
事
業
の
「
運

営
」
に
責
任
を
負
う
も
の
と
し
た
の
で
あ

る
。

　

具
体
的
に
は
、
市
町
村
は
、
改
正
法
施

行
後
（
平
成
30
年
４
月
以
降
）
も
、
所
管

区
域
内
の
国
保
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
①

被
保
険
者
資
格
の
管
理
（
資
格
の
得
喪
の

受
付
、
被
保
険
者
証
・
被
保
険
者
資
格
証

明
書
の
交
付
等
）
②
保
険
給
付
の
実
施
（
診

療
報
酬
の
審
査
・
支
払
と
そ
の
委
託
、
一
部

負
担
金
の
減
免
、
現
金
給
付
の
支
給
、
保
険

料
滞
納
者
に
対
す
る
保
険
給
付
の
差
止
等
）

③
保
健
事
業
の
実
施
④
保
険
料
の
賦
課
・

徴
収
・
減
免
等
（
市
町
村
に
お
け
る
保
険

料
率
設
定
等
の
た
め
の
条
例
制
定
を
含
む
）

⑤
被
保
険
者
か
ら
の
審
査
請
求
や
行
政
訴

訟
（
処
分
取
消
訴
訟
等
）
へ
の
対
応
と
い
っ

た
国
保
事
業
の
実
施
業
務
を
担
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
都
道
府
県
は
、
ⓐ
国
保

運
営
方
針
の
策
定
・
見
直
し
ⓑ
市
町
村
が

行
う
保
険
給
付
の
適
正
化
へ
の
関
与
ⓒ
市

町
村
へ
の
国
保
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の

交
付
ⓓ
市
町
村
ご
と
の
国
保
事
業
費
納
付

金
の
決
定
・
徴
収
ⓔ
市
町
村
ご
と
の
標
準

保
険
料
率
の
算
定
・
公
表
ⓕ
財
政
安
定
化

基
金
の
設
置
な
ど
の
国
保
事
業
の
運
営
に

関
す
る
業
務
を
新
た
に
行
う
こ
と
に
な
る
。

被
保
険
者
（
住
民
）
の
た
め
に
国
保
の

足
腰
を
強
く
す
る
改
革

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
被
保
険
者

に
対
す
る
国
保
事
業
の
「
実
施
」
に
関
し

て
は
、
市
町
村
が
行
う
業
務
・
役
割
は
法

改
正
前
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
変
わ
る
の
は
国

保
事
業
の
「
運
営
」
に
関
す
る
部
分
が
殆

ど
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
は
、被
保
険
者
（
住

民
）
か
ら
見
れ
ば
行
政
内
部
の
役
割
分
担

の
変
更
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
よ

う
。
そ
れ
だ
け
に
都
道
府
県
と
市
町
村
に

よ
る
国
保
の
共
同
運
営
は
、
被
保
険
者
（
住

民
）
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
が
、
今
回
の
改

革
を
一
言
で
称
す
れ
ば
、被
保
険
者
（
住
民
）

の
た
め
に
国
保
の
足
腰
を
強
く
す
る
改
革

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
次
回
以
降
そ

の
詳
細
を
見
て
い
こ
う
。
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皆
さ
ん
は
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」「
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉

を
ご
存
じ
で
す
か
？　

今
回
は
そ
れ
ら
の

言
葉
に
つ
い
て
ご
存
じ
な
い
方
に
向
け
て
、

分
か
り
や
す
く
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
存
じ

ま
す
。

●
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
と
は

薬
や
健
康
の
こ
と
を
何
で
も
相
談
で
き

る
パ
ー
ト
ナ
ー

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
「
か
か
り
つ
け
薬
剤

師
」
か
ら
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。「
か
か
り

つ
け
薬
剤
師
」
と
い
う
制
度
は
１
年
少
し

前
の
２
０
１
６
年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
以
前
か
ら
医
師
に
関
し
て
は
「
か
か

り
つ
け
医
」
と
い
う
制
度
が
有
り
ま
し
た

が
、
薬
剤
師
に
も
同
じ
様
な
考
え
方
を
取

り
入
れ
た
も
の
で
す
。「
か
か
り
つ
け
医
」

の
場
合
に
は
、
何
か
体
調
が
悪
く
な
っ
た

際
に
、
毎
回
受
診
し
た
り
、
何
か
有
れ
ば

電
話
で
相
談
と
言
っ
た
医
師
の
イ
メ
ー
ジ

が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
「
か

か
り
つ
け
薬
剤
師
」
と
は
、
お
薬
の
服
用
・

管
理
の
事
を
は
じ
め
、
体
調
や
場
合
に
よ
っ

て
は
食
事
の
管
理
な
ど
、
健
康
全
般
の
相

談
が
出
来
る
薬
剤
師
を
持
つ
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。

　

ご
高
齢
の
方
な
ど
は
特
に
、
い
く
つ
も
の

病
院
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
か
ら
多
種
類
の
お
薬

を
処
方
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
有
り
お
薬

の
飲
み
合
わ
せ
が
悪
い
も
の
を
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
服
用
し
て
し
ま
う
危
険
性

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
若
い
方
で
も
お
薬

の
効
果
が
良
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
、
副

作
用
が
心
配
に
な
っ
た
り
し
て
、
勝
手
に

服
用
を
中
断
し
て
し
ま
い
、
薬
の
効
果
が

十
分
に
出
ず
、
症
状
が
悪
化
し
て
し
ま
う

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

患
者
さ
ん
一
人
ひ
と
り
を
サ
ポ
ー
ト

　
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
を
持
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
様
な
場
合
に
薬
の
専
門
家
で

あ
る
薬
剤
師
が
患
者
様
一
人
ひ
と
り
の
お

薬
の
管
理
を
行
い
ま
す
。
服
用
状
況
を
確

認
し
た
り
、
他
の
お
薬
と
の
飲
み
合
わ
せ

や
副
作
用
な
ど
の
相
談
に
の
っ
た
り
、
健

康
全
般
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
事
で
、
患

者
さ
ん
に
と
っ
て
安
全
で
、
最
適
な
薬
物

療
法
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
の
仕
事
を
整
理

す
る
と
以
下
の
様
に
な
り
ま
す
。

〇
い
つ
も
同
じ
薬
剤
師
が
対
応
し
ま
す
。

（
勤
務
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

〇
病
院
か
ら
処
方
さ
れ
た
お
薬
だ
け
で
な

く
、
市
販
薬
や
健
康
食
品
、
サ
プ
リ
メ

ン
ト
な
ど
も
ま
と
め
て
把
握
し
、
重
複

し
た
お
薬
が
な
い
か
、
お
薬
同
士
や
食

品
と
の
相
互
作
用
が
な
い
か
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
と
共
に
、
薬
の
服
用
に
際
し
て

の
注
意
点
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

〇
過
去
の
服
用
記
録
や
、
服
用
後
の
体
調

の
変
化
等
を
継
続
し
て
確
認
し
、
患
者

さ
ん
の
薬
の
効
果
や
体
調
変
化
を
み
て
、

必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
（
主
治
医
）
へ

連
絡
も
行
い
ま
す
。

〇
飲
み
残
し
の
お
薬
が
あ
る
場
合
に
は
、
薬

局
に
持
参
い
た
だ
く
事
で
処
方
日
数
の

調
整
を
医
師
に
提
案
し
ま
す
。

〇
必
要
に
応
じ
て
、
患
者
さ
ん
の
自
宅
を

訪
問
し
て
お
薬
の
管
理
を
お
手
伝
い
し

ま
す
。

〇
夜
間
・
休
日
な
ど
、
ご
利
用
い
た
だ
い

て
い
る
薬
局
が
お
休
み
の
時
間
帯
で
も
、

お
電
話
等
に
て
お
薬
の
相
談
が
出
来
ま

す
。

か
か
り
つ
け
薬
剤
師
へ
相
談
し
よ
う
！ 

　
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
は
患
者
様
ご
自

身
が
信
頼
で
き
る
薬
剤
師
を
選
ぶ
制
度
で

す
。
是
非
ご
自
身
の
お
気
に
入
り
の
薬
剤
師

を
決
め
て
、
安
全
に
お
薬
を
服
用
し
て
頂

け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。「
か
か
り
つ
け
薬
剤

特別寄稿②

一般社団法人　栃木県薬剤師会　会長 大澤　光司

かかりつけ薬剤師とセルフメディケーションかかりつけ薬剤師とセルフメディケーションかかりつけ薬剤師とセルフメディケーション
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プロフィール

薬剤師

師
」
に
関
し
て
さ
ら
に
詳
し
い
点
は
、
薬

局
で
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は

自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る

　

次
に
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
超
高
齢
化

の
進
む
日
本
に
お
い
て
は
、
平
均
寿
命
が

長
く
な
る
事
で
、
い
わ
ゆ
る
生
活
習
慣
病

が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中

で
、
高
齢
に
な
っ
て
も
健
康
に
生
き
る
た

め
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
。

　
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
、

「
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持
ち
、
軽
度

な
身
体
の
不
調
は
自
分
で
手
当
て
す
る
こ

と
」
と
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
で
は

定
義
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
自
分
の
健
康
を
自
分
で
守

る
事
を
意
識
し
、
積
極
的
に
自
身
の
健
康
管

理
に
関
わ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
病
気
や
薬
に
つ
い
て
の
正
し
い

知
識
を
身
に
着
け
る
事
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

正
し
い
知
識
を
持
つ
こ
と
で
、
軽
い
症
状

を
自
分
で
改
善
し
た
り
、
生
活
習
慣
病
の

予
防
を
行
う
事
も
出
来
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
ま
ず
は
普
段
か
ら
適
度
な
運
動
や

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
、
十
分
な

睡
眠
時
間
の
確
保
な
ど
に
よ
り
、
自
ら
の

自
然
治
癒
力
を
高
め
る
事
が
重
要
で
す
。

普
段
か
ら
健
康
状
況
と
生
活
習
慣
を

チ
ェ
ッ
ク

　

し
か
し
、
万
が
一
そ
れ
ら
に
気
を
付
け

て
い
て
も
風
邪
や
軽
い
頭
痛
や
怪
我
な
ど

の
体
調
不
良
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
は
、
市
販
薬
（
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）
を
上

手
に
利
用
し
て
、
自
分
で
手
当
て
す
る
「
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
役
に
立
ち
ま

す
。「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
基

本
と
し
て
、
普
段
か
ら
自
分
の
体
の
状
態
を

知
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
健
康
診

断
の
結
果
に
注
目
し
、
か
か
り
つ
け
の
医

師
に
相
談
し
な
が
ら
生
活
習
慣
を
見
直
し

ま
す
。
家
庭
で
体
重
や
血
圧
な
ど
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
自
分
の
健
康
状
態
を
確
認
し
、
健

康
管
理
の
意
識
を
高
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
行

う
際
に
は
、
前
半
で
ご
説
明
し
ま
し
た
「
か

か
り
つ
け
薬
剤
師
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
安
全
に
行
う
事
が
出
来
ま
す
の
で
、

是
非
相
談
し
て
み
て
下
さ
い
。

●
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
と
は

市
販
薬
も
医
療
費
控
除
の
対
象
に

　

最
後
に
２
０
１
７
年
１
月
１
日
に
導
入

さ
れ
た
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）」
に
つ
い
て

ご
説
明
し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
健
康
の

維
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
み

と
し
て
、
一
定
の
取
組
み
を
行
う
個
人
が

２
０
１
７
年
１
月
１
日
以
降
に
、
ス
イ
ッ
チ

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
要
指
導
医
薬
品
及
び
一

般
用
医
薬
品
の
う
ち
、
医
療
用
か
ら
転
用

さ
れ
た
医
薬
品
）
を
購
入
し
た
際
に
、
そ

の
購
入
費
用
に
つ
い
て
所
得
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
具
体
的
な

対
象
品
目
は
厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
等
で
確

認
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
ら
対
象
品
目
の
購

入
額
が
年
間
に
１
万
２
千
円
を
超
え
た
場

合
に
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
金
額
（
そ
の

金
額
が
８
万
８
千
円
を
超
え
た
場
合
に
は

８
万
８
千
円
が
限
度
）
に
つ
い
て
、
そ
の
年

の
総
所
得
金
額
か
ら
控
除
出
来
る
と
い
う

制
度
で
す
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
自
分
と

生
計
を
一
つ
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
親
族

の
購
入
額
も
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

控
除
を
受
け
る
に
は
、
健
康
の
維
持
増
進
及

び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
み
と
し
て
、
特

定
健
康
診
査
、
予
防
接
種
、
定
期
健
康
診
断
、

健
康
診
断
、
が
ん
検
診
等
を
行
っ
て
い
る

必
要
が
有
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
特
例
の

適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
現
行
の
医
療

費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　

以
上
、「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
と
「
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
関
し
て
ご
説

明
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
皆
様
に
は
、
制

度
を
十
分
に
ご
理
解
い
た
だ
き
、
健
康
の

維
持
増
進
を
図
っ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
、
万
が
一
お
薬
を
服
用
す
る
必
要
が
出

て
き
た
際
に
は
、
お
気
軽
に
薬
局
・
薬
剤

師
ま
で
ご
相
談
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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急
速
な
高
齢
社
会
へ
の
対
策
が
課
題

　

野
木
町
は
栃
木
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、

西
に
栃
木
市
、
北
に
小
山
市
、
東
南
に
は

茨
城
県
古
河
市
と
接
し
て
お
り
、
南
の
玄

関
口
と
し
て
発
展
し
て
い
ま
す
。
地
形
は

平
坦
で
気
候
は
温
暖
、
気
候
風
土
に
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。
年
々
老
年
人
口
が
増
加
し

て
お
り
、
今
後
急
速
な
高
齢
社
会
へ
の
対

策
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

「
健
康
タ
ウ
ン
の
ぎ
」
を
宣
言

　

野
木
町
で
は
、
平
成
21
年
３
月
に
策
定

し
た
野
木
町
健
康
増
進
計
画
の
課
題
と
評

価
を
踏
ま
え
、
平
成
26
年
３
月
に
野
木
町

健
康
増
進
計
画
改
訂
版
が
策
定
さ
れ
ま
し

た
。
基
本
理
念
を
「
自
分
で
つ
く
る
み
ん

な
で
支
え
る
キ
ラ
リ
と
光
る
健
康
タ
ウ
ン

の
ぎ
」
と
定
め
、
重
点
領
域
に
「
健
康
度

を
高
め
る
地
域
づ
く
り
」
を
追
加
い
た
し

ま
し
た
。

　

平
成
28
年
10
月
10
日
に
は
、「
健
康
タ
ウ

ン
の
ぎ
（
表
１
参
照
）」
を
宣
言
し
ま
し
た
。

個
人
、
地
域
、
行
政
が
互
い
に
協
力
し
な

が
ら
み
ん
な
で
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る

こ
と
を
決
意
し
、
健
康
タ
ウ
ン
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
、
住
民
の
健
康
づ
く
り
を
支

援
す
る
事
業
を
継
続
し
て
展
開
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
は
、
健
康
福
祉
課
健
康
増
進
係
が

取
り
組
ん
で
い
る
健
康
タ
ウ
ン
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
一
つ
「
ロ
コ
モ
予
防
チ
ャ
レ
ン
ジ

教
室
」
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
ロ
コ
モ
予
防
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室

【
対
象
者
】

　

運
動
制
限
の
な
い
40
歳
以
上
の
住
民

【
事
業
目
的
】

ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防

し
い
て
は
健
康
寿
命
の
延
伸

「自分でつくるみんなで支えるキラリと光る
健康タウンのぎ」を目指して！！
「自分でつくるみんなで支えるキラリと光る
健康タウンのぎ」を目指して！！
健康タウンプロジェクト　健康増進事業「ロコモ予防チャレンジ教室」健康タウンプロジェクト　健康増進事業「ロコモ予防チャレンジ教室」

保健師活動報告

【
実
施
方
法
】

お
お
よ
そ
半
年
を
１
ク
ー
ル
と
し
、
年

２
回
実
施
。
１
ク
ー
ル
は
６
回
コ
ー
ス

で
月
１
回

【
教
室
の
内
容
】

①
運
動
学
士
に
よ
る
講
師
の
講
話
（
５

～
10
分
）

②
ロ
コ
モ
予
防
の
た
め
の
体
操
（
１
時

間
10
分
）

③
本
日
の
復
習
・
整
理
体
操
（
10
分
）

※
１
回
目
と
６
回
目
の
み
、
測
定
（
開

眼
片
足
立
ち
、
握
力
、
数
字
眼
筋
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
）
お
よ
び
質
問
用
紙
（
ロ

コ
モ
５
）
を
実
施
す
る
。
欠
席
し
た

場
合
は
、
次
回
測
定
を
実
施
。

【
評
価
方
法
】

１
回
目
と
６
回
目
の
測
定
結
果
を
比
較

す
る
。

・
測
定
値
（
開
眼
片
足
立
ち
の
継
続
時

間
の
延
長
、
握
力
増
加
、
数
字
眼
筋

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
指
さ
し
）
の
所
要

時
間
の
短
縮
）

・
質
問
用
紙
（
「
ロ
コ
モ
５
」
点
数
の

低
下
）

・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

【
工
夫
し
た
点
】

①
家
庭
で
取
り
組
め
る
体
操
を
紹
介

　

ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
予
防

【表１】健康タウンのぎ宣言

野木町住民課　近
こん

藤
どう

　優
ゆ

美
み
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す
る
た
め
に
は
、
月
１
回
の
体
操
の
実
施

で
は
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
教
室
の
最
後

の
時
間
に
家
庭
で
継
続
し
て
個
人
で
取
り

組
め
る
体
操
（
片
足
立
ち
・
ス
ク
ワ
ッ
ト
）

を
二
つ
確
認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

②
家
庭
記
録
表
の
導
入

　

教
室
で
学
ん
だ
内
容
を
家
庭
で
継
続
し

て
実
施
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
記
録
票
を

配
布
し
次
回
の
実
施
日
に
持
参
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
講
師
と
保
健
師
が
内
容
を
確

認
し
、
参
加
者
に
励
ま
し
の
言
葉
を
伝
え

る
こ
と
で
運
動
の
継
続
に
つ
な
が
り
ま
し

た
。
ま
た
、
フ
ォ
ロ
ー
が
必
要
と
思
わ
れ

る
参
加
者
の
情
報
を
講
師
に
伝
え
る
こ
と

で
、
参
加
者
に
合
っ
た
内
容
に
し
て
い
き

ま
し
た
。

【
結
果
】

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
う
ち
約
96
％
の

方
が
家
庭
で
の
運
動
習
慣
が
身
に
つ
く

　

平
成
28
年
度
は
、
１
ク
ー
ル
目
に
40
名
、

２
ク
ー
ル
目
は
40
名
、
合
計
80
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

１
回
目
と
６
回
目
の
測
定
結
果
（
開
眼

片
足
立
ち
の
継
続
時
間
の
延
長
、
握
力
増

加
、
数
字
眼
筋
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
指
さ
し
）

の
所
要
時
間
の
短
縮
）
を
計
測
し
た
結
果
、

改
善
が
み
ら
れ
た
参
加
者
も
い
ま
し
た
が
、

改
善
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
参
加
者
も
い
ま

し
た
。
最
終
日
に
参
加
が
で
き
ず
計
測
が

で
き
な
か
っ
た
参
加
者
も
お
り
、
事
業
の

前
後
で
明
確
な
差
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
（
表
２
参
照
）
に
つ
い
て
は
、

参
加
者
55
名
か
ら
回
収
で
き
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
、
問
６
「
教
室
に
参
加
し
て
み
て
、

家
庭
で
の
運
動
習
慣
が
身
に
つ
き
ま
し
た

か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
55
名
中
、
約

96
％
の
53
名
が
「
は
い
」
と
回
答
し
ま
し

た
（
表
３
参
照
）。
さ
ら
に
、「
は
い
」
と

回
答
し
た
方
の
う
ち
「
今
後
も
続
け
て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
に

対
し
、
参
加
者
53
名
中
51
名
が
「
は
い
」
と

回
答
し
ま
し
た
。

【
考
察
】

運
動
習
慣
の
意
識
付
け
に
繋
が
る

　

半
年
間
の
限
ら
れ
た
期
間
の
中
で
、
数

値
上
の
明
確
な
改
善
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
参
加
者
が
自
宅

で
運
動
を
し
た
結
果
を
自
分
自
身
で
記
録

し
て
い
く
よ
う
な
内
容
に
し
て
い
っ
た
こ

と
が
、「
家
庭
で
の
運
動
習
慣
が
身
に
つ
い

た
」
や
「
今
後
も
続
け
て
み
よ
う
と
思
う
」

と
い
う
回
答
に
つ
な
が
り
、「
運
動
は
自
分

自
身
に
あ
っ
た
も
の
を
無
理
な
く
続
け
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

の
意
識
付
け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
す
。

【
お
わ
り
に
】

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
反
映

　

ロ
コ
モ
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
は
、
平
成
29

年
度
も
継
続
し
て
実
施
し
ま
す
。
ロ
コ
モ

テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
関
心
の
高
い
住

民
だ
け
で
な
く
、
運
動
習
慣
の
な
い
対
象

者
に
対
し
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

の
予
防
の
必
要
性
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
教

室
に
参
加
し
て
運
動
習
慣
を
身
に
つ
け
て

い
た
だ
く
こ
と
が
課
題
で
す
。
今
年
度
、
国

保
部
門
で
策
定
す
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

に
本
事
業
も
反
映
さ
せ
、
今
後
も
健
康
増

進
部
門
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
健
康
づ
く

り
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

 

予防チャレンジ教室

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは、「立つ」「歩く」といった日常生活に必要な運

動器が衰えている、または衰え始めている状態のことです。症状は見た目にはわかりにくく、放っ

ておくと日常生活に支障をきたす可能性があります。

生涯、いきいきとした生活を送るためにも、今からロコモを防ぐ運動を始めましょう。運動習慣

のない方でも、この機会に是非お気軽にお申し込みください。

【対象者】：町在住で４０歳以上の運動制限のない方（２０名定員）

※６回全てに参加可能な方で、裏面のロコチェックに１つ以上該当する方！

【場所】：野木町保健センター

【申込方法】：３月８日（水）から電話もしくは来所にてお申し込みください。

定員となり次第締め切りとさせていただきます。

【平成２９年度日程・内容】

日程 内容 時間 持ち物

４月１４日（金）

ロコモ予防のため

の体操
午前１０時～１１時半

運動できる服装

室内用シューズ

タオル

水分

５月２６日（金）

６月１６日（金）

７月１４日（金）

９月１５日（金）

１０月６日（金）

※日程は、悪天候や講師の都合により変更になる場合がございます。

変更の際は、野木町ホームページ等でお知らせします。ご了承ください。

【申し込み・問い合わせ先】

野木町役場健康福祉課

健康増進係

５７－４１７１

【表3】アンケート結果（参加者中55名が回答）

ロコモ予防チャレンジ教室のご案内チラシ

【表2】ロコモ予防チャレンジ教室　アンケート
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保険者だより

「貯筋」始めてみませんか？「貯筋」始めてみませんか？
－「たんたんウォーキング」推進中！－－「たんたんウォーキング」推進中！－

　高根沢町では、運動不足を解消し筋肉を増やす方法の一つとして、将来の生活に備えてお金を貯める
「貯金」と同じように、体を動かして筋肉を貯める「貯筋」を推奨しています。その取り組みの一環と
して、「高根沢たんたんウォーキング事業」を実施しています。

ー 高根沢町 ー

●「貯筋通帳」配布中！
　たんたんウォーキングの最初の目標
は、１日１万歩を目安に100万歩達成を目
指すこと。歩いた成果を見えるようにす
るために、町では「貯筋通帳」を配布し
ています。日々の歩数を記録できる欄の
ほか、楽しくウォーキングを続けるため
のプチ情報を掲載しています。

●目指せ100万歩！そしてその先へ…
　100万歩を達成した方には「たんたんウォーカー」認定証と記念缶バッジを贈呈します。
さらにそれ以降も３種のチャレンジコースと記念缶バッジを用意しており、見事全ての
コースを踏破された方を「健康大使」に任命しています（現在６名の方が健康大使に任命
されています）。

●高根沢を踏破せよ！
　楽しみながらウォーキングを続けても
らうため、町内のモデルコースを掲載し
たコースガイドを配布しています。自
然・歴史・グルメなど、町の魅力が
ぎゅっと詰まった６コース、全て踏破す
ればあなたも高根沢マスター？！
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趣
味
は
？
と
問
わ
れ
る
と
…
自
問
自
答

す
る
。

　

写
真
か
な
。
旅
先
で
１
枚
、
車
窓
か
ら
、

庭
先
で
夜
空
を
眺
め
な
が
ら
。
デ
ジ
カ
メ

は
撮
り
だ
め
で
き
る
し
い
い
で
す
よ
。
そ

れ
と
早
春
の
菜
花
、
ク
レ
ソ
ン
、
野
草
も

胃
袋
に
収
ま
り
、
い
よ
い
よ
夏
野
菜
づ
く

り
が
ス
タ
ー
ト
、
自
家
製
堆
肥
と
無
農
薬

栽
培
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
に

イ
ノ
シ
シ
害
獣
も
出
没
し
て
お
す
そ
分
け
、

手
間
と
暇
を
か
け
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
収

穫
で
き
ま
す
よ
。

　

４
月
、
町
民
く
ら
し
課
長
を
拝
命
し
、
着

任
し
ま
し
た
。
以
前
、
２
０
０
０
年
問
題

当
時
係
長
で
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
も
、
そ
の
当
時
の
制
度
設
計
か
ら
す
る

と
体
系
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
内
容
は

か
な
り
濃
密
に
な
っ
て
い
ま
す
。
40
代
前

半
の
頃
は
、
国
保
を
担
当
し
て
い
な
が
ら
、

ス
ト
レ
ス
に
見
舞
わ
れ
、
血
圧
は
、
90
―

１
５
０
、
γ
Ｇ
Ｔ
Ｐ
は
80
と
最
悪
。
人
間

ド
ッ
ク
で
担
当
医
に
、
醸
造
系
か
ら
蒸
留

の
焼
酎
に
変
え
ろ
。
汗
を
か
け
と
助
言
。

次
の
ド
ッ
ク
か
ら
み
る
み
る
結
果
が
良
く

な
り
、
現
在
は
、
酒
も
た
ば
こ
も
や
め
ろ

と
言
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
っ
て

先
が
な
い
こ
と
か
な
？
私
の
健
康
維
持
は
、

外
食
が
あ
ま
り
得
意
で
な
い
の
で
、
う
ち

ご
飯
と
サ
ラ
飯
、
30
数
余
年
愚
妻
が
自
家

製
の
米
と
野
菜
中
心
の
お
か
ず
で
弁
当
を

つ
く
っ
て
く
れ
体
調
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

忘
れ
て
い
ま
し
た
、
私
の
健
康
法
は
、
こ

れ
と
言
っ
て
自
慢
で
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、「
ア
ウ
ト
ド
ア
」
体
内
時
計
が

乱
れ
て
き
た
と
き
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
を
休

日
に
も
引
き
ず
り
や
す
い
人
も
キ
ャ
ン
プ

（
自
宅
の
庭
の
芝
生
に
テ
ン
ト
で
も
可
）
に

出
か
け
夜
空
を
見
上
げ
る
と
、
気
持
ち
が

リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
ま
す
よ
。
１
回
の
体
験

で
も
あ
る
程
度
気
分
転
換
の
効
果
は
あ
る

と
思
い
ま
す
。
リ
ピ
ー
ト
す
る
こ
と
で
ア

ウ
ト
ド
ア
か
ら
受
け
る
大
自
然
の
リ
ズ
ム

を
ゆ
っ
た
り
と
体
感
で
き
れ
ば
Ｏ
Ｋ
で
す
。

「
休
日
は
の
ん
び
り
し
た
い
」
と
い
う
方
に
、

ぜ
ひ
、
お
勧
め
し
ま
す
。
自
宅
の
庭
で
も

身
近
な
場
所
で
も
い
い
の
で
、
試
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

市貝町　町民くらし課

課 長 川
か わ

又
ま た

 孝
た か

宏
ひ ろ

何
事
も
前
向
き
に

私の趣味と
健康法

フルムーン

不夜城

流水
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①私の街自慢（街の自慢をご記入ください）　　②趣味・特技　　③健康法・ストレス解消法
④国保事務を担当しての感想・意見など　　⑤最近気になること

　①　宇都宮市は「ぎょうざのまち」として知られていますが、そ
の他にもアジアで唯一、世界最高位カテゴリーの自転車ロー
ドレース「ジャパンカップ」を開催するなど「自転車のまち」
として、また日本一のバーテンダーを何人も輩出している
「カクテルのまち」、さらには民間調査において、共働き子育
てしやすい街全国第 3位（人口 50 万人以上の都市）の評価を

得るなど「子育てにやさしいまち」でもあります。まさに訪ねて良し！住んで良し！の魅力に
あふれたまちです。

②　バレーボール、散歩、お酒を飲むこと
③　家族と車で出かけること、しっかり睡眠をとること、スポーツ観戦
④　主に国民健康保険事業の予算・決算に係る事務を担当しております。多くの補助金等の管理や

複雑な制度内容に加えて、平成 30 年度からの制度改革への準備など、日々内容を理解するの
に必死ですが、先輩方のご指導のもとで、責任を持って職務を遂行していきたいと思います。

⑤　娘の成長ぶり、市内の美味しい飲食店の情報　

海老名  　謙
え び な けん

宇都宮市　保健福祉部　保険年金課　管理グループ　主事

魅力あふれる宇都宮！魅力あふれる宇都宮！

０年３カ月
国保経験年数

①　足利市は日本最古の足利学校などの歴史的な文化遺産が
あります。そのなかでも足利学校前の石畳通りなどはまる
で京都に来たかのような街並みです。また藤の花や冬のイ
ルミネーションで有名な足利フラワーパークも魅力的で海
外からも観光客がたくさんきています。
②　筋トレ、スノボ、ランニング
③　ジムで筋トレすること。最近は筋トレを限界までやってどんどん重いものを持てるように
なっていることがうれしいです。ストレス解消はとにかく体を動かすこと。
④　まだ経験は１年３か月ですが、国民健康保険の担当をしています。
　　窓口や電話対応などまだわからないこともたくさんありますが、積極的に仕事に取組み、
もっとたくさんの知識や対応を学んでいきたいです。
⑤　最近気になるのはライザップです。ライザップに入ったらみんなやせて筋肉がついてい
て、どんな筋トレをしているのか気になります。

西 村　直 恵
にし むら なお え

１年３カ月
国保経験年数

筋トレに夢中です筋トレに夢中です
足利市　生活環境部　保険年金課　国民健康保険担当　主事
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会
議
の
冒
頭
、
本
会
の
髙
橋
事
務
局
長

が
挨
拶
に
立
ち
、
平
成
30
年
度
か
ら
の
国

保
制
度
の
抜
本
改
革
に
ふ
れ
「
本
会
と
し

て
も
制
度
改
正
の
円
滑
実
施
に
向
け
、
保

険
者
の
皆
様
と
一
体
と
な
り
、
必
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
き
た
い
」
と
強
調
し
、

具
体
的
に
は
「
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム

の
稼
働
準
備
を
遅
延
な
く
進
め
、
平
成
30

年
１
月
切
り
替
え
予
定
の
次
期
国
保
総
合

シ
ス
テ
ム
を
は
じ
め
、
関
連
シ
ス
テ
ム
の

円
滑
稼
働
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
」

と
述
べ
た
。

　

続
い
て
、
福
田
次
長
兼
総
務
課
長
よ
り
、

平
成
29
年
度
本
会
事
業
概
要
等
を
説
明
、
主

管
課
長
よ
り
①
新

た
な
国
保
制
度
に

関
連
す
る
シ
ス
テ

ム
の
対
応
に
つ
い

て
②
栃
木
県
保
険

者
協
議
会
に
つ
い

て
―
を
情
報
提
供

し
、
会
議
を
終
了

し
た
。

町
の
保
健
事
業
担
当
者
34
人
が

参
加
し
た
。

対
象
者
特
性
に
応
じ
た
勧

奨
資
材
作
成

　

同
事
業
は
、
人
工
知
能
［
と

く
ナ
ビ
Ａ
Ｉ
］
を
活
用
し
、
保

険
者
の
保
有
す
る
レ
セ
プ
ト
・

健
診
デ
ー
タ
に
統
計
解
析
を
行

い
、
健
康
意
識
や
改
善
意
図
な

ど
の
対
象
者
特
性
に
応
じ
た
勧

奨
資
材
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
・
ハ

ガ
キ
）
を
作
成
、
受
診
率
予
測

値
を
基
に
し
た
効
率
的
な
特
定

健
診
の
受
診
勧
奨
を
す
る
狙
い

が
あ
る
。

　

昨
年
度
ま
で
一
部
の
市
町
で

展
開
し
て
き
た
こ
の
事
業
は
、

平
成
29
年
度
よ
り
全
市
町
が
対

象
。
多
く
の
市
町
が
実
施
す
る

こ
と
で
、
県
全
体
で
の
特
定
健

診
受
診
率
の
底
上
げ
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。

　

説
明
会
で
は
、
本
会
保
健
事
業
課
よ
り

業
務
委
託
手
続
き
を
含
む
事
業
内
容
を
説

明
、
再
委
託
業
者
の
株
式
会
社
キ
ャ
ン
サ
ー

ス
キ
ャ
ン
よ
り
受
診
率
向
上
事
例
の
紹
介

を
含
む
受
診
勧
奨
の
概
要
に
つ
い
て
説
明

が
な
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
市
町
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
、
あ
ら
か
じ
め
各
市
町
よ
り
提
出
の
あ
っ

た
「
業
務
委
託
意
向
調
査
兼
業
務
内
容
（
特

別
業
務
）
等
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
」
に
沿
っ

て
、
本
会
及
び
同
社
担
当
者
と
委
託
業
務

の
内
容
、
受
診
勧
奨
資
材
の
タ
イ
プ
、
送

付
回
数
、
送
付
時
期
お
よ
び
勧
奨
対
象
者

等
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

６
月
以
降
順
次
、
未
受
診
者
へ
受
診

を
促
す

　

事
業
実
施
を
希
望
す
る
市
町
は
、
業
務

委
託
書
を
５
月
中
旬
ま
で
に
本
会
へ
提
出
。

６
月
以
降
、
市
町
の
希
望
に
沿
っ
た
時
期
に

未
受
診
者
へ
勧
奨
資
材
を
送
付
し
、
特
定

健
診
の
受
診
を
促
す
。

　

年
度
末
に
は
、
受
診

勧
奨
効
果
の
評
価
・
分

析
を
行
い
、
次
年
度
事

業
の
提
案
ま
で
保
険
者

支
援
を
展
開
す
る
。

　

説
明
会
兼
打
合
せ
会
は
、
事

業
実
施
を
希
望
す
る
市
町
、
検

討
中
の
市
町
を
合
わ
せ
、
16
市

リ ポ ー ト リ
ポ
ー
ト

人工知能[とくナビAI]を活用した
特定健診受診率向上支援事業 概要図（平成29年度）

国保連保険者
（市町国保）

とくナビAI（株式会社キャンサースキャン開発）

株式会社
キャンサースキャン

①業務委託
②業務再委託

（一部）

③特定健診データ×６年分
※受診履歴・健診結果（検査値、
問診表）

同意を得られた保険者のデータに関して
より安全かつ迅速な管理を行うために、
セールスフォース・ドットコムの提供する
クラウド型 CRM（顧客管理）システム上
で健康データを匿名化したうえで管理。

人工知能を活用し、独自に開発したアルゴリズ
ム（コンピューターで計算を行うときの「計算方
法」）が、保険者の保有する被保険者の過去の
特定健診受診履歴と受診結果をもとに、各被保
険者住民の翌年の特定健診受診の有無の予
測を 9 割以上、1～3 年後の健診結果を 8 割以
上の精度で予測。
・受診率予測値 ・反応予測値 ・検査値予測値

人工知能

（解析）

④特定健診データ×６年分
※受診履歴・健診結果（検査値、問診表）

⑤解析結果

⑥解析結果＋図表
※受診率予測値・検査値予測値など

⑦受診勧奨資材の印刷・郵送、オートコールサービスの提供
・デザインテンプレート提供
・勧奨資材の印刷（不定期：6面圧着ハガキ又はＡ4リーフレット、未経験：4面圧着ハガキ又はハガキ）
・宛名ラベルの印刷 ・未受診者への架電

住民
（被保険者）

⑧受診勧奨
・ハガキ送付
・オートコール

⑧受診勧奨
・ハガキ送付
・オートコール

⑦受診勧奨資材用宛名情報作成

（委託書） （委託契約書）

とくナビＡＩ
利用可

とくナビＡＩ
利用可

⑨委託料支払 ⑩委託料支払
（一部）

平
成
29
年
度
人
工
知
能
﹇
と
く
ナ
ビ
Ａ
Ｉ
﹈
を
活
用
し
た
特
定
健
診
受
診
率
向
上

支
援
事
業
説
明
会
兼
打
合
せ
会

４
月
26
日（
水
）

健
診
受
診
勧
奨
に
人
工
知
能
活
用

国
保
連
合
会
会
議
室

於

平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険

主
管
課
長
（
事
務
局
長
）
会
議

４
月
27
日（
木
）

シ
ス
テ
ム
円
滑
稼
動
に
万
全
を
期
す

国
保
連
合
会
会
議
室

於
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❶平成15年に完成した農業用水の安定供給を目的とし、揚水機能を持った灌漑用の県営ダム。
　ダムの周回道路（1周約1,300ｍ）は日光連山を望めるジョギングコースです。当日は、あいにくの曇り空で山々は全く見えず…。

❷日光大室　たかお神社方面へ（右折） ❸のどかな田園風景が続きます。緑に癒されます！

❹もう少しで蕎麦を食せる！と思ったのも束の間。「定・休・日」の
文字…

❺「こもれびの里箏路（ことじ）」到着！やはり「定休日」…。爽や
かな風が吹き抜ける木もれ日さす森の中で「日光天然かき
氷」で涼を味わえるみたいです。また、近くの「大室たかお神
社」は名水（おかみの水）が湧き出る神社として有名です。
今度はプライベートでゆっくり来たいものです。

❻ゴール地点へ！全国でも大変貴重な杉線香の粉を挽く、現役で活躍する水車。田園風景の中でガッタンゴットンと、のどかで郷愁をお
びたリズムは安らぎを与えてくれるそうです。

歩　　数：4,804歩 実際に歩いた距離：4.85㎞
所要時間：50分（散策・休憩を除く） 消費カロリー：約190kcal（約 アイスクリーム（普通脂肪）1個分）
◎出発地点：大室ダム、到着地点：水車小屋までの片道のデータになります。
◎今回歩いたコースは、マップ上に赤色で記してあります。

参考データ

歩こう！歩こう！
あの道あの道

　日光例幣使そば街道の区域内にある日光市「大室」地区。日中は汗ばむくらいの5月中旬、水鳥が遊
ぶ風光明媚な大室ダムをスタート地点とし、とちぎふるさと田園風景百選に選定される同地区を散策。
地域のシンボル「水車小屋」を目指し、運動不足の重い体に鞭を打って歩きました。各地からカメラマ
ンが集まる「水車小屋」では昔ながらのお線香作りを見ることができるそうです。
　それでは、コース終盤にある日光産そば粉を使った「こもれびの里箏路（ことじ）」を楽しみにレッ
ツゴー！

○散策した感想
　このコースは、平坦で距離もさほどありません。日頃ウォーキングをしない方でも、のどかな田園
風景を眺めながら、のんびり散策してはいかがでしょうか。

日光市・田園風景百選・水車小屋と
　　　　　　　　日光そばを楽しもう

検索日光市観光協会日光市の散策に関する詳しい情報は、ＨＰを検索してください。

スタート

ゴール

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺

●❻

279

62

大室ダム大室ダム

大室たかお神社大室たかお神社

大室

大室ダム駐車場

前山

至日光市街

至
鬼
怒
川・川
治

こもれびの里箏路（ことじ）こもれびの里箏路（ことじ）
水車小屋
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編 

集 

後 

記

　

４
月
か
ら
機
関
誌
「
栃
木
の
国
保
」
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ

宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

編
集
に
携
わ
っ
て
３
ヵ
月
。
初
め
は
、
正

し
い
用
事
用
語
の
使
い
方
や
視
覚
に
訴
え

る
難
し
さ
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
皆
さ
ま

の
ご
協
力
に
よ
り
無
事
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
読
者
の
視
点
に
立
っ
た
誌
面

づ
く
り
を
心
掛
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

読
者
の
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
感
想
も
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
「
栃

木
の
国
保
」
を
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。（
Ｓ
・
Ｔ
）

国保連合会からのお知らせ

特定健診受診勧奨用グッズ（軍手）を作製・配付いたしました
各市町にて実施する健康まつり等のイベントにお
いて、被保険者等へ配付するグッズとしてご活用
ください。
※「40歳からの特定健診」受診を視覚化している
ＰＲグッズです。

特定健診受診啓発用横断幕掲出中です
特定健診受診率向上支援事業とし
て、受診啓発用横断幕をJR宇都宮駅
西口ペデストリアンデッキに掲出中
です。
（掲出期間：平成29年7月31日まで）

高齢受給者証更新時ポスターおよび
被保険者証更新時ポスターを作成・配付します

高齢受給者証の窓口提示の啓発及び
国民健康保険への加入・喪失の届出
啓発用としてご活用ください。
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パ
パ
、メ
タ
ボ
健
診

ち
ゃ
ん
と
受
け
て
ね
。

介
護
が
必
要
に
な
る
疾
病
の
多
く
は
、生
活
習
慣
病
が
原
因
。

子
ど
も
の
成
長
を
い
つ
ま
で
も
健
康
な
体
で
見
守
っ
て
い
け
る
よ
う

予
防
の
た
め
に
も
、メ
タ
ボ
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

※メタボ健診は
　特定健診
　のことです。

とちまるくん Ⓒ栃木県

栃木県保険者協議会 健康保険組合、全国健康保険協会栃木支部、共済組合、国民健康保険（市町・組合）、栃木県後期高齢者医療広域連合
栃木県医師会、栃木県、健康保険組合連合会栃木連合会、栃木県国民健康保険団体連合会

メタボ健診
を受診しましょう。

大切な人のために

40

40～歳
等

75歳未満

75歳以上の方は後期高齢者医療制度の健康診査を受診できます。

メタボ健診では、
こんな検査を行います！

メタボ健診の費用は？

自己負担額はご加入の医療保険者にお問い合わせください。
ご加入の医療保険者から届いたお知らせに記載されている
受診機関、受診日をチェック！申込みをして、受診しましょう。

メタボ健診を受ける人は？

年に１度、メタボ健診を受けて、
生活習慣病を予防しよう。

いつ、どこで受けるの？

の方が対象です。
お腹まわり
計測

内臓脂肪
蓄積量

血圧・
血液検査

尿検査 肝機能
検査

生活習慣
問診

とても少ない
自己負担で受診できます。 年に１回

受けら
れます。

コレステロールが高くて病院で薬をもらっています。自分の数
値が分かるので、病院の先生と相談しやすいし、目安になるの
で助かっています。（60代女性）

健康には自信がありましたが、家族に勧められ受診したとこ
ろ、血糖値が高いことが分かりました。生活習慣を見直す良い
きっかけとなりました。（50代男性）

歳になったら
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％ 受診率の推移

平成20年
出典　厚生労働省「特定健康検査・特定保健指導の実施状況」、厚生労働省提供「特定健診・特定保健指導に関するデータ」

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

栃木県

経年で未受診であった方が受診すると、既に生活習慣病のリスク
が高く医療を必要とする場合が多くなっています。
40歳になったら、早めに受診をしましょう！

声メタボ健診を受けた方のメタボ健診を受けた方の
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